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(57)【要約】
【課題】カテーテルシステムを提供すること。
【解決手段】展開された状態に作動可能であり、カテー
テル本体と、カテーテルの管腔内に少なくとも部分的に
位置付けられた拡張器と、を含む、カテーテルシステム
。拡張器の遠位端は、カテーテル本体の遠位先端部に解
放可能に接続され得る。拡張器は、遠位先端部を拡大及
び反転させ、展開された状態の漏斗形状を形成するよう
に後退可能であってもよい。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　展開された状態に作動可能なカテーテルシステム１００であって、
　管腔４７を備えるカテーテル本体５０と、
　前記管腔４７内に少なくとも部分的に位置付けられた拡張器７０と、を備え、前記拡張
器７０の遠位端７８が、前記カテーテル本体５０の遠位先端部５１に解放可能に接続され
、前記拡張器７０が、前記遠位先端部５１を拡大及び反転させ、前記展開された状態の漏
斗形状を形成するように後退可能である、カテーテルシステム１００。
【請求項２】
　前記遠位先端部５１が、
　近位セグメント５５と、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント５２と、を備え
、前記遠位セグメント５２の近位端５３が、前記近位セグメント５５から延在し、前記遠
位セグメント５２の遠位端５８に隣接し、かつ／又は前記遠位端５８に接続されたプルリ
ング５４を備える、請求項１に記載のシステム１００。
【請求項３】
　潰れた状態の前記遠位セグメント５２の中点が、前記カテーテル本体５０の遠位の前記
展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の非侵襲性端に遷移する、請求項２に記載のシス
テム１００。
【請求項４】
　前記遠位セグメント５２が、潰れた状態では、実質的に管状であり、前記展開された状
態では、前記漏斗形状を含み、エアクッションが前記漏斗形状によって前記遠位端５８と
前記プルリング５４との間に形成される、請求項２に記載のシステム１００。
【請求項５】
　前記遠位セグメント５２が、近位編組部分と遠位渦巻き状部分とに分割されている、請
求項２に記載のシステム１００。
【請求項６】
　前記拡張器７０が、
　近位セグメント７６と、
　前記近位セグメント７６よりも大きい直径を備える、前記近位セグメント７６より遠位
の遠位セグメント７７と、を備え、前記遠位セグメント７７が、前記遠位セグメント７７
から半径方向外向きに延在し、前記プルリング５４と接触して、前記遠位セグメント５２
の前記近位端５３と整列するか、又は前記近位端５３に隣接するまで、前記プルリング５
４を近位に並進させるように構成されている接触要素７１を備える、請求項２に記載のシ
ステム１００。
【請求項７】
　前記接触要素７１が、前記カテーテル本体５０の前記遠位先端部５１の前記遠位端５８
との締まり嵌めを含む、請求項６に記載のシステム１００。
【請求項８】
　前記拡張器７０の前記遠位セグメント７６が、前記接触要素７１において最大直径を備
え、前記接触要素７１から、前記遠位セグメント７７の前記遠位端７８まで減少する、請
求項６に記載のシステム１００。
【請求項９】
　前記拡張器７０の前記遠位セグメント７６が、前記接触要素７１において最大直径を備
え、前記接触要素７１から、前記近位セグメント７６と前記遠位セグメント７７との間の
接合部７３までテーパ状である、請求項６に記載のシステム１００。
【請求項１０】
　前記拡張器７０の前記近位セグメント７６が、高度に可撓性であるか、又は実質的に、
前記拡張器７０の前記遠位セグメント７７よりも可撓性である、請求項６に記載のシステ
ム１００。
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【請求項１１】
　前記より剛性の遠位セグメント７７の遠位に延在する実質的に可撓性のセグメントを更
に備え、前記実質的に可撓性のセグメントが、短い鼻部である、請求項１０に記載のシス
テム１００。
【請求項１２】
　前記拡張器７０の前記近位セグメント７６が、伸長を打ち消すための繊維強化システム
を備える、請求項６に記載のシステム１００。
【請求項１３】
　前記拡張器２７０が、
　近位セグメント２７６と、
　前記近位セグメント２７６よりも大きい最大直径を備える、前記近位セグメント２７６
より遠位の遠位セグメント２７７と、を備え、前記遠位セグメント２７７が、
　前記遠位セグメント２７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング２５４と接触
して、前記遠位セグメント２５２の前記近位端２５８と整列するか、又は前記近位端２５
８に隣接するまで、前記プルリング２５４を近位に並進させるように構成されている、遠
位接触要素２７１、
　前記遠位接触要素２７１から近位に離間配置され、前記遠位セグメント２７７から半径
方向外向きに延在し、前記プルリング２５４と接触して、前記プルリング２５４を近位に
並進させるように構成されている、近位接触要素２７３、を備え、前記近位接触要素２７
３が、前記遠位接触要素２７１よりも小さい直径を備え、
　前記プルリング２５４が、前記接触要素２７１と前記接触要素２７３との間に接続され
ている、請求項２に記載のシステム２００。
【請求項１４】
　前記プルリング２５４が、前記接触要素２７１と前記接触要素２７３との間に位置付け
られた間隙内に位置付けられている、請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項１５】
　前記接触要素２７１、２７３のうちの少なくとも１つが、前記展開された状態の前記漏
斗形状に前記遠位先端部２５１を磁気によって後退させるように動作可能な磁気コネクタ
を備える、請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項１６】
　前記拡張器２７０の前記近位セグメント２７６及び／又は前記遠位セグメント２７７が
、実質的に薄くなった壁を備える、請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項１７】
　前記近位セグメント２７６が、張力下での伸長を防止するように構成された紐状のフィ
ラメントを備える、請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項１８】
　前記近位セグメント２５５が、前記遠位セグメント２５２よりも剛性である、請求項１
３に記載のシステム２００。
【請求項１９】
　前記遠位セグメント２５２が、前記近位セグメント２５５よりも剛性である、請求項１
３に記載のシステム２００。
【請求項２０】
　前記遠位セグメント２５２が、展開前に実質的に管状の形状に留まるための抵抗性を備
える、請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項２１】
　前記近位セグメント２５５及び／又は前記遠位セグメント２５２が、編組構造を含む、
請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項２２】
　前記近位セグメント２５５及び／又は前記遠位セグメント２５２が、記憶合金を含む、
請求項１３に記載のシステム２００。
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【請求項２３】
　前記遠位セグメント２５２が、潰れた状態では、実質的に管状であり、前記展開された
状態では、前記漏斗形状を含み、エアクッションが前記漏斗形状によって前記遠位端２５
８と前記プルリング２５４との間に形成される、請求項１３に記載のシステム２００。
【請求項２４】
　前記拡張器３７０が、
　近位セグメント３７６と、
　前記近位セグメント３７６より遠位の遠位セグメント３７７と、を備え、前記遠位セグ
メント３７７が、
　前記遠位セグメント３７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング３５４と接触
して、前記遠位セグメント３５２の前記近位端３５８と整列するか、又は前記近位端３５
８に隣接するまで、前記プルリング３５４を近位に並進させるように構成されている、遠
位接触要素３７１を備え、前記プルリング３５４が、磁気コネクタを備え、
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３が、前記プルリング３５４を引き寄せ、それ
によって、前記遠位先端部３５１を後退させて前記漏斗形状にするように磁気化されて構
成されている、請求項２に記載のシステム３００。
【請求項２５】
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が、前記展開され
た状態で一緒にロックされる、請求項２４に記載のシステム３００。
【請求項２６】
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、平面状の
嵌合面を含む、請求項２４に記載のシステム３００。
【請求項２７】
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、隆起部及
び／又はインターロック凹部で輪郭付けられた嵌合面を備える、請求項２４に記載のシス
テム３００。
【請求項２８】
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、テーパロ
ックの相互作用のためにテーパ状にされた嵌合面を備える、請求項２４に記載のシステム
３００。
【請求項２９】
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、一緒にス
ナップロックされるように構成された嵌合面を備える、請求項２４に記載のシステム３０
０。
【請求項３０】
　前記プルリング３５４が、前記展開された状態で前記プルリング３５４とカテーテル本
体３５０との間に当接部が形成されるように、前記カテーテル本体３５０本体と同様の直
径を備え、
　前記遠位先端部３５１が、前記プルリング３５４の内径から遠位に、そして前記プルリ
ング３５４の外径の周りに延在して、前記カテーテル本体３５０の上を近位に延在する、
請求項２４に記載のシステム３００。
【請求項３１】
　前記遠位先端部４５１が、
　近位セグメント４５５と、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント４５２と、を備
え、前記遠位セグメント４５２の近位端４５３が、前記遠位先端部４５１の外側表面上に
位置付けられ、前記近位端４５３に隣接して、又は前記近位端４５３のすぐ遠位にプルリ
ング４５４を備え、
　前記遠位先端部４５１が、前記プルリング４５４とカテーテル本体の遠位面との間で相
互作用するように構成されている、請求項１に記載のシステム４００。
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【請求項３２】
　前記遠位セグメント４５２の前記近位端４５３が、前記プルリング４５４の外部にある
、請求項３１に記載のシステム４００。
【請求項３３】
　前記遠位先端部５５１が、前記カテーテル本体５５０と一体であり、前記遠位先端部５
５１が、
　近位セグメント５５５と、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント５５２と、を備
え、前記漏斗形状に構成されたときに、前記遠位セグメント５５２の近位端５５３が、前
記近位端５５３の内部のプルリング５５４と実質的に整列する、請求項１に記載のシステ
ム５００。
【請求項３４】
　前記拡張器６７０が、
　実質的に管状の近位セグメント６７６と、
　前記近位セグメント６７６よりも大きい直径を備える、前記近位セグメント６７６より
遠位の遠位セグメント６７７と、を備え、前記遠位セグメント６７７が、前記遠位セグメ
ント６７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング６５４と接触して、前記遠位先
端部６５１の前記近位セグメント６５５の遠位端と整列するか、又は前記遠位端に隣接す
るまで、前記プルリング６５４を近位に並進させるように構成されている、接触要素６７
１を備える、請求項１に記載のシステム６００。
【請求項３５】
　前記接触要素６７１が、外向きに角度が付けられたラッチである、請求項３４に記載の
システム６００。
【請求項３６】
　前記接触要素６７１が、直交する外向きのラッチである、請求項３４に記載のシステム
６００。
【請求項３７】
　前記接触要素６７１が、前記遠位セグメント６５２の前記近位端６５３の遠位にある、
請求項３４に記載のシステム６００。
【請求項３８】
　潰れた状態の前記遠位セグメント６５２の中点が、前記カテーテル６５０の遠位の前記
展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花弁先端部に遷移する、請求項３４に記載のシ
ステム６００。
【請求項３９】
　潰れた状態の前記遠位セグメント６５２の中点が、前記カテーテル６５０の遠位の前記
展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花のような花弁先端部に遷移する、請求項３４
に記載のシステム６００。
【請求項４０】
　前記拡張器９７０が、
　近位セグメント９７６と、
　前記近位セグメント９７６より遠位の遠位セグメント９７７と、を備え、前記遠位セグ
メント９７７が、
　前記遠位セグメント９７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング９５４と接触
して、前記遠位先端部９５１の前記近位端９５３と整列するか、又は前記近位端９５３に
隣接するまで、前記プルリング９５４を近位に並進させるように構成されている、遠位接
触要素９７１を備える、請求項２に記載のシステム９００。
【請求項４１】
　前記遠位接触要素９７１から近位にテーパ状になる近位接触要素９７３を更に備え、前
記近位接触要素９７３が、前記遠位接触要素９７１よりも小さい直径を備える、請求項４
０に記載のシステム９００。
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【請求項４２】
　前記遠位接触要素９７１が、外向きに延在するリング状の部材である、請求項４０に記
載のシステム９００。
【請求項４３】
　前記遠位接触要素９７１が、半円形の形状を含む、請求項４０に記載のシステム９００
。
【請求項４４】
　前記遠位接触要素９７１が、前記プルリング９５４に接続されている、請求項４０に記
載のシステム９００。
【請求項４５】
　潰れた状態の前記遠位セグメント９５２の中点が、前記カテーテル９５０の遠位の前記
展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花弁先端部に遷移する、請求項４０に記載のシ
ステム９００。
【請求項４６】
　潰れた状態の前記遠位セグメント９５２の中点が、前記カテーテル９５０の遠位の前記
展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花のような花弁先端部に遷移する、請求項３４
に記載のシステム９００。
【請求項４７】
　前記拡張器１０７０が、
　近位セグメント１０７６と、
　前記近位セグメント１０７６よりも大きい最大直径を備える、前記近位セグメント１０
７６より遠位の遠位セグメント１０７７と、を備え、前記遠位セグメント１０７７が、
　前記近位セグメント１０７６よりも大きい直径、
　遠位接触要素１０７１、を備え、前記遠位接触要素１０７１が、前記遠位セグメント１
０７７から前記近位セグメントへの遷移を含み、前記プルリング１０５４と接触して前記
プルリング１０５４を近位に並進させることにより、前記プルリング１０５４との締まり
嵌めを生じさせて、前記遠位先端部１０５１を前記漏斗形状に拡大させる力を伝達するよ
うに構成されている、請求項２に記載のシステム１０００。
【請求項４８】
　前記遠位先端部１０５１が、反転して前記漏斗形状を形成する前に、最初に実質的に円
錐の形状に拡大するように構成されている、請求項４７に記載のシステム１０００。
【請求項４９】
　前記拡張器１０７０の前記近位セグメント１０７６が、高度に可撓性であり、薄い壁を
備える、請求項４７に記載のシステム１０００。
【請求項５０】
　前記拡張器１０７０の前記近位セグメント１０７６が、高度に可撓性であり、前記近位
セグメント１０７６が張力下で伸展することを防止する長手方向の紐状の繊維を含む、請
求項４７に記載のシステム１０００。
【請求項５１】
　前記反転した漏斗形状を備えると、前記拡張器１０７０と前記プルリング１０５４との
間の干渉力では、前記プルリング１０５４を近位に移動させることができない、請求項４
７に記載のシステム１０００。
【請求項５２】
　前記拡張器先端部１０５１が、前記プルリング１０５４を押し分けて進む、請求項４７
に記載のシステム１０００。
【請求項５３】
　前記拡張器先端部１０５１が、前記カテーテル１０５０を通って簡単に後退させられる
、請求項４７に記載のシステム１０００。
【請求項５４】
　前記遠位先端部１２５１が、
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　近位セグメント１２５５と、
　前記近位セグメント１２５５から延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント１２５
２であって、少なくとも前記遠位セグメント１２５２の近位端１２５３で、少なくとも部
分的に前記近位セグメント１２５５の周りに位置付けられる、遠位セグメント１２５２と
、
　前記漏斗形状を形成するときにテーパ部が一緒にロックされるように、前記近位セグメ
ント１２５５の内部テーパ部１２５９と一致する外部テーパ部を備えるプルリング１２５
４と、を備える、請求項１に記載のシステム１２００。
【請求項５５】
　編組部分が、前記遠位先端部の中点で円周方向に延在して、丸みを帯びた反転継目を画
定するのを助ける、請求項１に記載のシステム１２００。
【請求項５６】
　編組部分が、前記遠位先端部の近位端から遠位端まで延在し、それによって、丸みを帯
びた反転継目を提供する、請求項１に記載のシステム１２００。
【請求項５７】
　編組部分が、近位部分から中間部分まで延在するフィラメントを含み、それにより、前
記フィラメントが、前記近位部分に戻って延在するように逆戻りして、編組パターンを形
成する、請求項１に記載のシステム１２００。
【請求項５８】
　編組部分が、螺旋状の構成で近位部分から遠位部分まで延在するフィラメントを含む、
請求項１に記載のシステム１２００。
【請求項５９】
　前記編組部分が、前記中間部分の中又は前記中間部分の周りに反転ヒンジを含む、請求
項５７に記載のシステム１２００。
【請求項６０】
　前記近位部分が比較的剛性であり、前記中間部分が比較的可撓性であり、前記遠位部分
が可撓性の螺旋体を含む、請求項５８に記載のシステム１２００。
【請求項６１】
　前記遠位先端部が、近位部分、中間部分、及び遠位部分を含む、編組部を備え、前記遠
位部分が、前記近位部分を半径方向外向きに押すのに十分な半径方向の力を含む一方で、
非侵襲的な様式で様々な血管サイズに適応するように構成されている、請求項１に記載の
システム１００。
【請求項６２】
　血管内で拡大式カテーテルを反転させる方法であって、
　前記カテーテルを標的部位まで前進させることと、
　拡張器によって、少なくとも部分的に前記カテーテルの管腔内に前記カテーテルの遠位
先端部を後退させることにより、前記遠位先端部を漏斗形状に拡大及び反転させることと
、を含む、方法。
【請求項６３】
　前記遠位先端部が、請求項１～６０に記載の遠位先端部のいずれかである、請求項６２
に記載の方法。
【請求項６４】
　前記拡張器が、請求項１～６０に記載の拡張器のいずれかである、請求項６２に記載の
方法。
【請求項６５】
　前記漏斗形状により、前記血管内の流れを制限することを更に含む、請求項６２に記載
の方法。
【請求項６６】
　前記拡張器を前記カテーテルから抜去することと、
　前記カテーテルを通して吸引して、血栓を前記漏斗形状の口部内へと刺激することと、
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　捕捉した前記血栓と共に、前記カテーテルを患者から抜去することと、を更に含む、請
求項６２に記載の方法。
【請求項６７】
　機械的血栓除去装置を用いて閉塞性血栓を捕捉することと、
　前記血栓除去装置を前記カテーテルの前記漏斗形状内に抜去することと、を更に含む、
請求項６２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１９年９月１１日出願の米国仮出願第６２／８９８，８６４号の利益を
主張するものであり、その内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は、概して、血管内医療処置中に血管から急性閉塞を除去するための装置及び方
法に関する。より具体的には、本開示は、血塊の吸引に使用される拡大可能なカテーテル
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　血塊回収カテーテル及び装置は、多くの場合、患者が急性虚血性脳卒中（ＡＩＳ）、心
筋梗塞（ＭＩ）、及び肺塞栓症（ＰＥ）などの状態に罹患している場合に、血管内介入の
ための機械的血栓除去に使用される。標的血管が挿入部位に対して小径で、距離があり、
ひどく入り組んでいる際、神経血管床などの遠隔領域にアクセスすることは、従来の技術
では困難である。
【０００４】
　血塊自体は、血管の形状を採る単純な管状構造から、一度に複数の血管にまたがり得る
長いストランド状の配置にまで及ぶ、多数の複雑な形態及び一貫性を採ることにより、処
置を複雑化し得る。血塊の年齢もまた、その伸展性に影響を及ぼし得、より古い血塊が、
新鮮な血塊よりも圧縮性が低い傾向にある。フィブリンに富む血塊はまた、効果的に把持
されるのではなく、機械的血栓除去装置の外側表面に沿って、血塊を回転させ得る粘着性
の性質を有することにおける課題も提示する。軟らかい血塊領域と堅固な血塊領域との組
み合わせはまた、遠位塞栓につながる断片化を伴って、吸引中に分離し得、これは、現在
利用可能な装置で到達することができない血管内で生じ得る。加えて、脆弱血管を損傷す
ることなく、血塊を血管壁に接着する結合部を破壊することは、著しく困難な課題である
。
【０００５】
　従来の血塊回収カテーテル、特に神経血管内で動作するためのカテーテルは、多数の欠
点に悩まされ得る。最初に、カテーテル自体の直径は、患者に著しい不快感を引き起こす
のを避けるのに十分に小さくなければならない。カテーテルはまた、経路に沿って滑らか
な前進を提供するために軸方向の剛性も有しながら、脈管構造をナビゲートし、かつ高歪
みに耐えるために十分に可撓性でなければならない。一旦標的部位に達すると、本体から
回収される典型的な物体は、カテーテル先端部よりも実質的により大きいサイズであり得
、先端部に物体を回収することがより困難になる。例えば、フィブリンに富む血塊は、多
くの場合、従来の固定口カテーテルの先端部内に詰まってしまう可能性があるため、抽出
することが困難であり得る。この詰まりは、血塊のより軟らかい部分を堅固な領域から剪
断させて、遠位の塞栓をもたらす場合がある。
【０００６】
　小径かつ固定された先端部サイズはまた、処置中に血液及び血栓材料を除去するのに必
要な吸引を方向付ける際に、より効率性に劣り得る。吸引は、機械的血栓除去装置又は他
の方法を使用することによって生じるいかなる断片化も、少なくとも静止して保持され得
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、その結果、断片が遠位血管を移動及び閉塞することができないように、十分に強力でな
ければならない。しかしながら、従来の固定口カテーテルで吸引するとき、吸引流のかな
りの部分は、血塊が存在しないカテーテルの先端部の近位の血管流体から来ることになる
。これは、吸引効率を著しく低下させ、血塊除去の成功率を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　開示される設計は、上記の欠陥に対処する改善された吸引回収カテーテルを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的は、上述の必要性を満たすシステム、装置、及び方法を提供するように設
計することである。設計は、血塊の流れの制限、吸引効率、及び容易な回収のための、拡
大可能な血塊に面する口部を有する一方、薄い輪郭で、標準のシース又は外側カテーテル
での送達用に十分な可撓性がある潰れた状態も有する、拡大可能なカテーテルを特徴とす
る。カテーテルは、既存の設計よりも強化された送達性が組み込まれ、閉塞性血塊に到達
するために脈管構造の蛇行した面積をナビゲートすることが可能な、調整された可変剛性
の本体セクションを有することもできる。
【０００９】
　いくつかの実施例では、展開された状態に作動可能なカテーテルシステムが開示される
。本システムは、管腔を有するカテーテル本体を含み得る。拡張器は、少なくとも部分的
に管腔内に位置付けられてもよく、拡張器の遠位端は、カテーテル本体の遠位先端部に接
続されている。拡張器は、遠位先端部を拡大及び反転させ、展開された状態の漏斗形状を
形成するように後退可能であってもよい。
【００１０】
　いくつかの実施例では、遠位先端部は、近位セグメントと、近位セグメントから延在し
、実質的に可撓性である遠位セグメントと、を含み得る。遠位セグメントの近位端は、近
位セグメントから延在することができ、遠位セグメントの遠位端に隣接し、かつ／又は遠
位端に接続されたプルリングを含み得る。
【００１１】
　いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位セグメントの中点は、カテーテル本体の遠位
の展開された状態の漏斗形状の最遠位の非侵襲性端に遷移する。
【００１２】
　いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位セグメントは、実質的に管状であり得、展開
された状態では、漏斗形状を含み得る。エアクッションは、遠位端とプルリングとの間の
漏斗形状によって形成され得る。
【００１３】
　いくつかの実施例では、遠位セグメントは、近位編組部分と遠位渦巻き状部分とに分割
され得る。
【００１４】
　いくつかの実施例では、拡張器は、近位セグメントと、近位セグメントよりも大きい直
径を含み得る、近位セグメントより遠位の遠位セグメントと、を含むことができ、遠位セ
グメントは、拡張器の遠位セグメントから半径方向外向きに延在し、プルリングと接触し
て、拡張器の遠位セグメントの近位端と整列するか、又は近位端に隣接するまでプルリン
グを近位に並進させるように構成されている、接触要素を含み得る。
【００１５】
　いくつかの実施例では、接触要素は、カテーテル本体の遠位先端部の遠位端との締まり
嵌めを含み得る。
【００１６】
　いくつかの実施例では、拡張器の遠位セグメントは、接触要素において最大直径を含む
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ことができ、接触要素から、遠位セグメントの遠位端まで減少する。
【００１７】
　いくつかの実施例では、拡張器の遠位セグメントは、接触要素において最大直径を含む
ことができ、接触要素から、拡張器の近位セグメントと遠位セグメントとの間の接合部ま
でテーパ状になる。
【００１８】
　いくつかの実施例では、拡張器の近位セグメントは、高度に可撓性であるか、又は実質
的に、拡張器の遠位セグメントよりもより可撓性である。
【００１９】
　いくつかの実施例では、より剛性の遠位セグメントの遠位に延在する実質的に可撓性の
セグメントを含むことができ、実質的に可撓性のセグメントは、短い鼻部である。
【００２０】
　いくつかの実施例では、拡張器の近位セグメントは、伸長を打ち消すための繊維強化シ
ステムを含み得る。
【００２１】
　いくつかの実施例では、拡張器は、近位セグメントと、近位セグメントより遠位の遠位
セグメントと、を含み得る。拡張器の遠位セグメントは、近位セグメントよりも大きい最
大直径を含み得る。拡張器の遠位セグメントは、遠位セグメントから半径方向外向きに延
在し、プルリングと接触して、遠位セグメントの近位端と整列するか、又は近位端に隣接
するまで、プルリングを近位に並進させるように構成されている、遠位接触要素を含み得
る。拡張器の近位接触要素は、遠位接触要素から近位に離間配置され、遠位セグメントか
ら半径方向外向きに延在し、プルリングと接触してプルリングを近位に並進させるように
構成されてもよく、近位接触要素は、遠位接触要素よりも小さい直径を含み得る。プルリ
ングは、接触要素の間に接続され得る。
【００２２】
　いくつかの実施例では、プルリングは、接触要素の間に位置付けられた間隙内に位置付
けられ得る。
【００２３】
　いくつかの実施例では、接触要素は、展開された状態の漏斗形状にあるとき、遠位先端
部の遠位端との締まり嵌めを含み得る。
【００２４】
　いくつかの実施例では、接触要素のうちの少なくとも１つは、展開された状態の漏斗形
状に遠位先端部を磁気によって後退させるように動作可能な磁気コネクタを含む。
【００２５】
　いくつかの実施例では、拡張器の近位セグメント及び／又は遠位セグメントは、実質的
に薄くなった壁を含み得る。
【００２６】
　いくつかの実施例では、近位セグメントは、張力下での伸長を防止するように構成され
た紐状のフィラメントを含み得る。
【００２７】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位セグメントは、遠位セグメントよりも剛性で
あり得る。
【００２８】
　いくつかの実施例では、遠位セグメントは、近位セグメントよりも剛性であり得る。
【００２９】
　いくつかの実施例では、遠位セグメントは、展開前に実質的に管状の形状に留まるため
の抵抗性を含み得る。
【００３０】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位セグメント及び／又は遠位セグメントは、編
組構造を含み得る。
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【００３１】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位セグメント及び／又は遠位セグメントは、記
憶合金を含み得る。
【００３２】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の遠位セグメントは、潰れた状態では、実質的に管
状であってもよく、展開された状態では、漏斗形状を含み得、エアクッションが漏斗形状
によって遠位端とプルリングとの間に形成される。
【００３３】
　いくつかの実施例では、拡張器は、近位セグメントと、近位セグメントより遠位の遠位
セグメントと、を含み得る。遠位セグメントは、遠位セグメントから半径方向外向きに延
在し、プルリングと接触して、遠位先端部の遠位セグメントの近位端と整列するか、又は
近位端に隣接するまで、プルリングを近位に並進させるように構成されている、遠位接触
要素を含み得る。プルリングは、磁気コネクタを含み得る。遠位先端部の近位端は、プル
リングを引き寄せ、それによって、遠位先端部を後退させて漏斗形状にするように磁気化
されて構成されている。
【００３４】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位端及びプルリングは、展開された状態で一緒
にロックされ、一緒にロックされた対応する磁石を含むが、これらに限定されない。
【００３５】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位端及びプルリングは各々、平面状の嵌合面を
含む。
【００３６】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位端及びプルリングは各々、隆起部及び／又は
インターロック凹部で輪郭付けられた嵌合面を含む。
【００３７】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位端及びプルリングは各々、テーパロックの相
互作用のためにテーパ状にされた嵌合面を含む。
【００３８】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の近位端及びプルリングは各々、一緒にスナップロ
ックされるように構成された嵌合面を含む。
【００３９】
　いくつかの実施例では、プルリングは、展開された状態でプルリングとカテーテル本体
との間に当接部が形成されるように、カテーテル本体と同様の直径を含む。遠位先端部は
、プルリングの内径から遠位に、そしてプルリングの外径の周りに延在して、カテーテル
本体の上を近位に延在し得る。
【００４０】
　いくつかの実施例では、遠位先端部は、近位セグメントと、近位セグメントから延在す
る遠位セグメントと、を含み得る。遠位先端部の遠位セグメントは、実質的に可撓性であ
り得、遠位先端部の外側表面上に位置付けられた近位端を含み得る。遠位先端部の遠位セ
グメントは、それに隣接して、又はそれのすぐ遠位にプルリングを含み得る。遠位先端部
は、プルリングとカテーテル本体の遠位面との間で相互作用するように構成され得る。
【００４１】
　いくつかの実施例では、遠位先端部の遠位セグメントの近位端は、プルリングの外部に
あってもよい。
【００４２】
　いくつかの実施例では、遠位先端部は、カテーテル本体と一体であってもよい。遠位先
端部は、近位セグメントと、近位セグメントから延在する遠位セグメントと、を含み得る
。遠位セグメントは、実質的に可撓性であってもよく、漏斗形状に構成されたときに、内
部のプルリングと実質的に整列する近位端を含み得る。
【００４３】
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　いくつかの実施例では、拡張器は、実質的に管状の近位セグメントと、近位セグメント
より遠位の遠位セグメントと、を含み得る。拡張器の遠位セグメントは、近位セグメント
よりも大きい直径を含み得る。拡張器の遠位セグメントは、遠位セグメントから半径方向
外向きに延在し、プルリングと接触して、遠位先端部の近位セグメントの遠位端と整列す
るか、又は遠位端に隣接するまで、プルリングを近位に並進させるように構成されている
、接触要素を含み得る。
【００４４】
　いくつかの実施例では、接触要素は、外向きに角度が付けられたラッチであってもよい
。
【００４５】
　いくつかの実施例では、接触要素は、直交する外向きのラッチであってもよい。
【００４６】
　いくつかの実施例では、接触要素は、遠位セグメントの近位端の遠位にあってもよい。
【００４７】
　いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位先端部の遠位セグメントの中点は、カテーテ
ルの遠位の展開された状態の漏斗形状の最遠位の花弁先端部に遷移する。
【００４８】
　いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位先端部の遠位セグメントの中点は、カテーテ
ルの遠位の展開された状態の漏斗形状の最遠位の花のような花弁先端部に遷移する。
【００４９】
　いくつかの実施例では、拡張器は、近位セグメントと、近位セグメントより遠位の遠位
セグメントと、を含み得る。遠位セグメントは、遠位セグメントから半径方向外向きに延
在し、プルリングと接触して、遠位先端部の近位端と整列するか、又は近位端に隣接する
まで、プルリングを近位に並進させるように構成されている、遠位接触要素を含み得る。
【００５０】
　いくつかの実施例では、拡張器は、遠位接触要素から近位にテーパ状になる近位接触要
素を含み得る。近位接触要素は、遠位接触要素よりも小さい直径を含み得る。いくつかの
実施例では、遠位接触要素は、外向きに延在するリング状の部材であってもよい。いくつ
かの実施例では、遠位接触要素は、半円形の形状を含み得る。いくつかの実施例では、遠
位接触要素は、プルリングに接続され得る。
【００５１】
　いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位セグメントの中点は、カテーテルの遠位の展
開された状態の漏斗形状の最遠位の花弁先端部に遷移する。
【００５２】
　いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位セグメントの中点は、カテーテルの遠位の展
開された状態の漏斗形状の最遠位の花のような花弁先端部に遷移する。
【００５３】
　いくつかの実施例では、拡張器は、近位セグメントと、近位セグメントより遠位の遠位
セグメントと、を含み得る。遠位セグメントは、近位セグメントよりも大きい最大直径を
含むことができ、近位セグメントよりも大きい直径を含むことができる。遠位接触要素は
、遠位セグメントから近位セグメントへの遷移を含み、プルリングと接触してプルリング
を近位に並進させることにより、プルリングとの締まり嵌めを生じさせて、遠位先端部を
漏斗形状に拡大させる力を伝達するように構成され得る。
【００５４】
　いくつかの実施例では、遠位先端部は、反転して漏斗形状を形成する前に、最初に実質
的に円錐の形状に拡大するように構成されている。
【００５５】
　いくつかの実施例では、拡張器の近位セグメントは、高度に可撓性であり、薄い壁を含
む。
【００５６】
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　いくつかの実施例では、拡張器の近位セグメントは、高度に可撓性であり、近位セグメ
ントが張力下で伸展することを防止する長手方向の紐状の繊維を含む。
【００５７】
　いくつかの実施例では、反転した漏斗形状が形成されたら、拡張器とプルリングとの間
の干渉力は、プルリングを近位に移動させることができない。
【００５８】
　いくつかの実施例では、拡張器先端部は、カテーテルを通って簡単に後退する。
【００５９】
　いくつかの実施例では、拡張器先端部は、近位セグメントと、近位セグメントから延在
する遠位セグメントと、を含み得る。遠位セグメントは、実質的に可撓性であってもよく
、少なくとも遠位セグメントの近位端で、少なくとも部分的に近位セグメントの周りに位
置付けられ得る。遠位先端部は、漏斗形状を形成するときにテーパ部が一緒にロックされ
るように、近位セグメントの内部テーパ部と一致する外部テーパ部を含むことができるプ
ルリングを含み得る。
【００６０】
　いくつかの実施例では、編組部は、遠位先端部の中点で円周方向に延在して、丸みを帯
びた反転継目を画定するのを助ける。
【００６１】
　いくつかの実施例では、編組部は、遠位先端部の近位端から遠位端まで延在し、それに
よって、丸みを帯びた反転継目を提供する。
【００６２】
　いくつかの実施例では、編組部は、フィラメントが近位部分に戻って延在するように逆
戻りして、ループ状の編組パターンを形成するように、近位部分から中間部分まで延在す
るフィラメントのサブセットを含み、残りのフィラメントは、渦巻き状部分がループ状の
フィラメントのサブセットの遠位に形成されるように、近位端から遠位端まで延在する。
【００６３】
　いくつかの実施例では、編組部は、螺旋状の構成で近位部分から遠位部分まで延在する
フィラメントを含む。
【００６４】
　いくつかの実施例では、編組部は、中間部分に又はその周りに反転ヒンジを含む。
【００６５】
　いくつかの実施例では、近位部分は、比較的剛性であってもよい。中間部分は比較的可
撓性であってもよく、遠位部分は可撓性の螺旋体を含み得る。
【００６６】
　いくつかの実施例では、遠位先端部は、近位部分、中間部分、及び遠位部分を備える、
編組部を含むことができ、遠位部分は、非侵襲的な様式で様々な血管サイズに適応するよ
うに構成されている一方で、近位部分を半径方向外向きに押すのに十分な半径方向の力を
含む。
【００６７】
　いくつかの実施例では、血管内で拡大式カテーテルを反転させる方法が開示される。本
方法は、カテーテルを標的部位まで前進させることと、拡張器によって、少なくとも部分
的にカテーテルの管腔内にカテーテルの遠位先端部を後退させることにより、遠位先端部
を漏斗形状に拡大及び反転させることと、を含み得る。
【００６８】
　いくつかの実施例では、本方法は、漏斗形状により、血管内の流れを制限することを含
み得る。
【００６９】
　いくつかの実施例では、本方法は、拡張器をカテーテルから抜去することと、カテーテ
ルを通して吸引して、血栓を漏斗形状の口部内へと刺激することと、捕捉した血栓と共に
、カテーテルを患者から抜去することと、を含み得る。
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【００７０】
　いくつかの例では、本方法は、機械的血栓除去装置を用いて閉塞性血栓を捕捉すること
と、血栓除去装置をカテーテルの漏斗形状内に抜去することと、を含み得る。
【００７１】
　いくつかの実施例では、拡張器を必要としない場合がある。かかるアプローチでは、潰
れた先端部は、血塊にコルク栓をすることができ、吸引力は、遠位端を近位に引っ張って
先端部を反転させ、吸引中に反転した漏斗形状を作り出すことができる。
【００７２】
　本開示のその他の態様及び特徴は、以下の詳細な説明を添付の図と併せて考察すること
で、当業者には明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
　本開示の上記及び更なる態様は、添付の図面の以下の説明と併せて更に考察され、様々
な図面において、同様の数字は、同様の構造要素及び特徴を示す。図面は、必ずしも縮尺
どおりではなく、代わりに、本開示の原理を例示することが重視されている。図は、限定
としてではなく単なる例示として、本発明の装置の１つ又は２つ以上の実装形態を描写し
ている。当業者は、ユーザーの要望により良く合うように、複数の図面から要素を着想し
て組み合わせ得ることが期待される。
【図１Ａ】本開示の拡張器を有する第１の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写
している。
【図１Ｂ】図１Ａの拡張器を有する別の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写し
ている。
【図１Ｃ】図１Ａの拡張器を有する別の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写し
ている。
【図２Ａ】本開示の態様による、標的の場所に展開された、図１Ａ～図１Ｃの拡大式カテ
ーテルの拡大式先端部を描写している。
【図２Ｂ】本開示の態様による、標的の場所に展開された、図１Ａ～図１Ｃの拡大式カテ
ーテルの拡大式先端部を描写している。
【図２Ｃ】本開示の態様による、標的の場所に展開された、図１Ａ～図１Ｃの拡大式カテ
ーテルの拡大式先端部を描写している。
【図２Ｄ】本開示の態様による、標的の場所に展開された、図１Ａ～図１Ｃの拡大式カテ
ーテルの拡大式先端部を描写している。
【図３Ａ】本開示の拡張器を有する第１の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写
している。
【図３Ｂ】図３Ａの拡張器を有する別の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写し
ている。
【図４Ａ】本開示の拡張器を有する第１の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写
している。
【図４Ｂ】図４Ａの拡張器を有する別の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写し
ている。
【図５Ａ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描写している。
【図５Ｂ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描写している。
【図５Ｃ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描写している。
【図６Ａ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描写している。
【図６Ｂ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描写している。
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【図６Ｃ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描写している。
【図７Ａ】本開示の態様に従って展開されている、図６Ｂの拡大式カテーテルの拡大式先
端部を描写している。
【図７Ｂ】本開示の態様に従って展開されている、図６Ｂの拡大式カテーテルの拡大式先
端部を描写している。
【図７Ｃ】本開示の態様に従って展開されている、図６Ｂの拡大式カテーテルの拡大式先
端部を描写している。
【図８Ａ】本開示の態様に従って展開されている、拡大式カテーテルの拡大式先端部を描
写している。
【図８Ｂ】本開示の態様に従って展開されている、図８Ａの拡大式カテーテルの拡大式先
端部を描写している。
【図８Ｃ】本開示の態様に従って展開されている、図８Ａ及び図８Ｂの拡大式カテーテル
の拡大式先端部を描写している。
【図９Ａ】本開示の拡張器を有する展開された構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を
描いている。
【図９Ｂ】拡張器が除去された状態の、図９Ａの展開された構成の拡大式先端部を描写し
ている。
【図１０Ａ】本開示の態様による、第１の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描写
している。
【図１０Ｂ】本開示の態様による、展開された構成の図１０Ａの拡大式先端部のクローズ
アップ図である。
【図１１Ａ】本開示の拡張器を有する第１の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描
写している。
【図１１Ｂ】図１１Ａの拡張器を有する別の構成の拡大式カテーテルの拡大式先端部を描
写している。
【図１２Ａ】本開示による、１つの構成における拡大式カテーテルの拡大式先端部の側面
図を描写している。
【図１２Ｂ】本開示による、別の構成における図１２Ａの拡大式先端部の背面図を描写し
ている。
【図１２Ｃ】本開示による、図１２Ｂの拡大式先端部の側面図を描写している。
【図１２Ｄ】本開示による、図１２Ｂの拡大式先端部の正面図を描写している。
【図１３】本開示による、１つの構成における拡大式カテーテルの拡大式先端部の側面図
を描写している。
【図１４Ａ】本開示による、１つの構成における拡大式カテーテルの拡大式先端部の側面
図を描写している。
【図１４Ｂ】本開示による、別の構成における図１４Ａの拡大式先端部の背面図を描写し
ている。
【図１４Ｃ】本開示による、図１４Ｂの拡大式先端部の側面図を描写している。
【図１４Ｄ】本開示による、図１４Ｂの拡大式先端部の正面図を描写している。
【図１５Ａ】本開示による、１つの構成における拡大式カテーテルの拡大式先端部の側面
図を描写している。
【図１５Ｂ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１５Ｃ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１６Ａ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１６Ｂ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
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【図１６Ｃ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１６Ｄ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１６Ｅ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１６Ｆ】本開示による、図１５Ａの拡大式先端部のクローズアップ図を描写している
。
【図１７】本開示の態様によるシステムを使用するための方法を概説するフロー図である
。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　本開示の解決策の目的は、大きな遠位に面する口部を有する局所的な流れの制限／抑止
、及び脈管構造の蛇行した面積をナビゲートして閉塞性血塊に到達することができる、調
整された高度に可撓性の本体セクションの両方を提供することが可能な、反転可能な拡大
式カテーテルである。流動制限及び大型の先端部付き設計は、実質的により大きい吸引効
率を提供する。かかる利点はまた、脳卒中の介入処置の場合において特に有益であり得、
神経血管床内の血管は、特に小さく、かつ回路的であり、その結果、調整された軸方向及
び曲げ剛性プロファイルは、もつれ及び結合を阻止することができる。カテーテルはまた
、比較的低プロファイルのアクセスシース及び外側カテーテルと適合可能であり得、その
ため患者の鼠径部（大腿骨アクセスの場合）に巻かれた穿刺が、容易かつ確実に閉鎖され
得る。カテーテルはまた、内部及び／又は外部低摩擦ライナー、並びに支持構造体の周囲
に配設された外側ポリマージャケット又は膜を特徴とすることができる。
【００７５】
　これらの改善は、閉塞を除去し、処置時間を短縮するために、カテーテル及び他の装置
の複雑な領域への安全かつより迅速なアクセスにつなげることができる。これらの説明は
、多くの場合、機械的血栓除去治療に関連しているが、システム及び方法は、他の処置及
び他の身体通路にも同様に適合させることができる。
【００７６】
　血管系内の様々な血管にアクセスすることは、それらが冠状動脈、肺、又は脳であるか
どうかに関わらず、周知の手順工程及び多数の従来の市販のアクセサリ製品の使用を伴う
。血管造影材料、回転止血弁、及びガイドワイヤなどのこれらの製品は、研究室及び医療
処置において広く使用されている。これらの製品が、以下の説明において本開示のシステ
ム及び方法と共に使用される場合、それらの機能及び正確な構成は、詳細には記載されな
い。
【００７７】
　図１Ａ～図１Ｃの図を参照すると、閉塞性血塊Ｃ（図２Ａ～図２Ｄに示される）を患者
の血管ＢＶから除去するためのカテーテルシステム１００が例示されている。システム１
００は、従来の構造の吸引カテーテルであり得るか、又は迅速交換（rapid-exchange、Ｒ
Ｘ）タイプの特徴を有し得、それらの多くは、血塊回収処置の速度及び効率を大幅に増加
させ得る。特に、図２Ａ～図２Ｄは、本開示の態様による、標的血管ＢＶに展開されたカ
テーテル１００のカテーテル本体５０を例示している。システム１００は、図１Ｃに示さ
れる展開された状態に作動可能であり得る。拡張器７０は、カテーテル本体５０の管腔４
７内に少なくとも部分的に位置付けられ得る。拡張器７０の遠位端７８は、カテーテル本
体５０の遠位先端部５１に接続され得る。拡張器７０は、遠位先端部５１を反転させ、展
開された状態の漏斗形状を形成するように後退可能であってもよく、示されるように、シ
ステムは、図１Ａの最初の細長い状態から図１Ｃの展開された状態まで１つ又は２つ以上
の距離Ｄだけ近位に移動する。図１Ｃは展開された状態を示しているが、拡張器７０は、
先端部５１のカテーテル本体を通じて可能な流量を最大化し、かつまたマイクロカテーテ
ル及びステント回収器の通過を可能にするために、吸引の前に完全に除去されることにな
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る。拡張器７０はまた、漏斗の起動及び拡張器７０の除去中にステント回収器が血塊を横
切って被覆され得ないように、遠位に突出するマイクロカテーテル部分を含み得る。
【００７８】
　Ｍ１においておよそ２ｍｍのカテーテル本体のＯＤの場合、潰れたＯＤと展開された漏
斗ＯＤとの比率は、およそ２．５ｍｍ～４．０ｍｍの範囲であると企図される。頚動脈Ｔ
では、比率は、４．０ｍｍ～６．０ｍｍの範囲であると企図される。比率が５．０～８．
０ｍｍの範囲であると企図される場合、比率は、ＩＣＡ血管留置のために実現可能である
。比率が２．５～５．０ｍｍの範囲であると企図される場合、比率は、標的Ｍ１及び頚動
脈Ｔの場所に想定される。
【００７９】
　いくつかの実施例では、潰れたＯＤと漏斗ＯＤとの比率は、潰れたときの対応するカテ
ーテル先端部の長さに依存する。好ましくは、先端部の潰れた長さは、およそ２．５ｍｍ
～５．０ｍｍの拡大したＯＤの場合、３ｍｍ～８ｍｍの範囲（例えば、図中の距離Ｄ）で
あり得る。更に、いくつかの実施例では、比率は、直径の関数であってもよく、編組部は
、編組角度に設定され、編組角度である。
【００８０】
　システム１００は、頚動脈（３．２～５．２ｍｍ）、中大脳動脈（１．６～３．５ｍｍ
）の水平Ｍ１セグメント、及び／又は内頚動脈（Internal Carotid Artery、ＩＣＡ、２
．７～７．５ｍｍ）などの広範囲の標的血管直径まで拡大するように構成され得る。次い
で、カテーテルシステム１００がＭ１セグメントからＩＣＡ（又は、近位に増加する血管
内径を有する別の経路）へと後退される場合、漏斗形状になった時点で先端部５０の半径
方向の力により、血管サイズの範囲にわたって血管をシールし続けることができる。更に
、標的血管直径の範囲が可能な先端部５０は、血管の近位及び分枝部の遠位の血管より広
い断面積を有し得る血管分岐部でシールすることもできる。好ましくは、先端部５１は、
脈管構造を通して漏斗状のカテーテル先端部を前進させる必要がないように、治療の場所
で展開された漏斗形状に反転する。
【００８１】
　カテーテルシステム１００の理想的な公称直径は、標的血塊の場所及び／又は中を通し
てカテーテルシステム１００が送達される任意の他のカテーテルの直径に依存する。Ｍ１
の場所の血管直径が一般的に約３ｍｍである、脳血管床の頭蓋内血管内の血塊の回収のた
めに、適用可能なシステムは、０．０６５”～０．０８０”の内径を有する外側カテーテ
ルと、０．０５５”～０．０７０”の内径を有するＲＸ血塊回収カテーテルと、を有し得
る。展開時、先端部５０の最大直径は、最小２．５ｍｍ（但し、場合によっては、最大８
ｍｍ）であってもよく、これにより、先端部５０が血管の壁に対してシールされ、血管自
体と同じ大きさの漏斗状の遠位口部を提供する。場合によっては、先端部５１は、分岐部
及び／又は近位血管の場所に対抗するのに十分な大きさの開口部を提供することもできる
。このシールは、開示されるＲＸシステムの最大化された近位管腔との組み合わせで、従
来のカテーテルと比べて、血塊の面における吸引力及び外側カテーテルのより大きな内径
を利用する設計で流量を増加させるという利点を提供する。
【００８２】
　いくつかの実施例では、遠位先端部５１は、近位セグメント５５と、近位セグメント５
５から延在する遠位セグメント５２と、を含み得る。セグメント５２は、実質的に可撓性
であってもよく、遠位セグメント５２の近位端５３は、近位セグメント５５から延在し、
遠位セグメント５２の遠位端５８に隣接し、かつ／又は遠位端５８に接続されたプルリン
グ５４を含み得る。プルリング５４は、この実施例では、遠位セグメント５２の内側の遠
位端の近位面５４上に位置付けられ得る。この点において、セグメント５２は、プルリン
グ５４の下に取り付けられた拡大可能なシースであってもよい。
【００８３】
　図１Ａのような潰れた状態の遠位セグメント５２の中点は、拡張器７０が、遠位端５８
に接続されている間に近位に距離Ｄだけ移動すると、カテーテル本体５０の遠位の、図１
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Ｃのような展開された状態の漏斗形状の最遠位の非侵襲性端に遷移し得る。潰れた状態の
遠位セグメント５２は、実質的に管状（図１Ａ）であってもよいが、距離Ｄ（図１Ｂ、図
１Ｃ）だけ近位に移動した後の展開された状態では、セグメント５２は漏斗形状を含み得
る。
【００８４】
　いくつかの実施例では、反転した遠位セグメント５２によって形成される漏斗形状は、
遠位端５８とプルリング５４との間に形成されたエアクッション６０を含み得る。漏斗形
状のいくつかの実施例では、リング５４は、管腔４７の内側に位置付けられて、それらの
間で圧縮ロックを形成し、それによって、セグメント５２を拡大した漏斗形状に固定する
ことができる。圧縮ロックは、リング５４を、内径がリング５４の外径よりわずかに小さ
くてもよい内腔４７内に嵌合させることによって締まり嵌めとして画定することができる
。
【００８５】
　いくつかの実施例では、遠位セグメント５２は、近位編組部分と遠位渦巻き状の編組部
分とに分割され得る。エラストマ膜を、織り合わせても、上にコーティングしても、編組
部若しくは反転フレーム構造の上に延在させてもよい。例えば、弾性膜は、先端部５１の
下にある編組支柱フレームワークの外形に追従し得る。弾性膜は、先端部５１の長さ方向
に少なくとも部分的に延びていてもよい。他の実施例では、先端部５１は、市販の親水性
コーティング（例えば、Ｓｕｒｍｏｄｉｃｓ、Ｈａｒｌａｎｄ、Ｂｉｏｃｏａｔ、Ｃｏｖ
ａｌｏｎ）などの潤滑性材料で更にコーティングされてもよいし、又は低摩擦材料若しく
は充填剤を含んでもよい。膜はまた、反転構造の支柱が膜の下で自由に移動することがで
きるように、反転支持構造上に浮遊し得る。いくつかの実施例では、膜は、反転支持構造
をカプセル化する。
【００８６】
　いくつかの実施例では、拡張器７０は、近位セグメント７６と、その遠位に延在する遠
位セグメント７７と、を含み得る。セグメント７７は、近位セグメント７６よりも大きい
直径を含むことができ、半径方向外向きに延在し、プルリング５４と接触して、遠位セグ
メント５２の近位端５３と整列するか、又は近位端５３に隣接するまで、プルリング５４
を１つ又は２つ以上の距離Ｄだけ近位に並進させる、接触要素７１を含み得る。この実施
例では、接触要素７１は、セグメント５２の遠位端５８との締まり嵌めを形成する接触面
を作り出す、急な角度の外向きの遷移部であり得る。
【００８７】
　いくつかの実施例では、拡張器７０は、中に管腔を有する固体及び／又は中空であり得
る。拡張器７０は、近位セグメント７６において実質的に細長（例えば、管状）の内側管
腔７５と、遠位端７８が近位セグメント７６よりも大きい直径を有する遠位セグメント７
７に対して半径方向外向きのテーパ部と、を含み得る。このテーパ部は、セグメント７６
とセグメント７７と間の遷移部又は接合部７３で開始し得る。拡張器７０は、先端部５１
の近位で高度に可撓性であり得る。拡張器７０は、その構造の一部として１つ又は２つ以
上の繊維を含むことができ、これらの繊維は、拡張器７０の伸長を打ち消すための強化用
に構成されている。いくつかの実施例では、セグメント７６は、高度な可撓性であっても
、実質的に遠位セグメント７７よりも高い可撓性であってもよい。遠位セグメント７７は
、いくつかの実施例では、蛇行した脈管構造の周りで歪むのに十分な可撓性を依然として
有することができる。リング５４に力を伝達するのに必要な任意の剛性部分は、先端部５
１の横方向の可撓性を維持するために可能な限り短く保つことができる。
【００８８】
　１つの実施例では、システム１００は、図２Ａ～図２Ｄに示されるように、血塊を捕捉
するために吸引源を使用することができる。特に、図２Ａ～図２Ｄは、展開され、次いで
、好ましくは、図２Ｄのように、拡張器７０が完全に除去された状態で、血塊Ｃを吸引す
る、システム１００を示している。示されて説明されるように、拡張器７０を使用する主
な利点は、示されるような漏斗形状にあるときに、カテーテル５０の全断面積を使用して
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、カテーテル本体５０を通る血塊Ｃの流速及び血塊Ｃに対する力を最大化することができ
るように、先端部の反転後に拡張器７０を除去することができることである。図２Ａ～図
２Ｄにも示されるように、拡大した先端部５１によって形成された漏斗形状が血管ＢＶの
壁にシールされてもよいし、又は（例えば、拡張器７０を近位又は遠位に移動させること
によって）シール（複数可）を選択的に起動させてもよい。
【００８９】
　先端部５１は、拡大すると、効率的な吸引のための大きな非侵襲性の口部を含み得る。
先端部５１は、それを標的の場所へと前進させるのを補助するための耐よじれ特性を含み
得る。したがって、本明細書で論じられるように、横方向の可撓性を維持するが、圧縮時
の拡大又はよじれを回避するように、複数の構成を有し得るか、又は複数の材料から製作
され得る。図２Ａ～図２Ｄに示される先端部５１の大きな遠位の口部は、先端部に堅いフ
ィブリンに富む血塊が詰まること、及び／又は血塊のより軟らかい部分が切り取られるこ
とによって妨害され得る、従来の固定式口部の設計よりも改善された性能を提供すること
ができる。縮小する漏斗形状への進入時の血塊のプログレッシブ圧縮により、開示される
反転可能な拡大式先端部５１の管状セクション内に血塊が詰まってしまう可能性は低い。
【００９０】
　先端部５１の支柱は、先端部が外側カテーテル内で潰れた構成に制約され、その構成で
送達される場合、又は漏斗形状に反転するために拡大中に、弾性限度を超えないように、
十分な弾性歪み能力を有するニチノール又は別の形状記憶材料から形成することができる
。支柱は、所定の場所での反転を促進するためにのみヒートセット式に拡大させることが
でき、上記拡大面積は、外側膜の被覆によって抑制される。この点において能動的に反転
させると、フレームが、次いで、フレームの半径方向の力を増加させることにより、膜を
外向きに押す。別の場合では、フレームワークは、ワイヤが互いに独立して自由に移動す
ることになるため、ワイヤから構築することができ、ステンレス鋼合金のような非超弾性
材料を用いることが可能となる。超弾性又は形状記憶材料を使用してワイヤで構築された
先端部５１のフレームワークを想定することもでき、かかる装置は、改善されたトルク特
性及び耐久特性を提供することが理解される。別の場合では、先端部５１のフレームワー
クは、レーザー切断することができるか、又はセル若しくはベンドを含めることによって
歪みに適応する非超弾性又は形状記憶材料製のワイヤで形成することができ、送達用の潰
れた状態から血塊回収用の拡大状態まで移動するのにより低い歪み度が必要とされる。例
えば、フレームワークは、歪み要件を低減するために、追加のセル、より長いセル支柱、
及び／又はより低いセル角度を含み得る。
【００９１】
　図３Ａ及び図３Ｂは、拡張器２７０を含む図３Ａに示される第１の構成から始まる別の
反転可能な拡大式先端部２５１、次いで、拡張器２７０を含まない図３Ｂの先端部２５１
の漏斗形状の展開された構成のクローズアップ図を描いている。示されていないが、拡張
器２７０は、必要な場合又は必要とされる場合、図３Ｂに含まれ得る。本開示をとおして
論じられる同様の参照番号の例は、同一の又は機能的に同様な要素を示すことが理解され
る。これにより、拡張器２７０は、近位セグメント２７６、及び近位セグメント２７６の
遠位の遠位端２７８で終端する遠位セグメント２７７を有する、内側管腔２７５を含み得
る。拡張器２７０は、遠位セグメント２７７から半径方向外向きに延在する遠位接触要素
２７１を含み得る。要素２７１は、プルリング２５４と接触して、遠位セグメント２５２
の近位端２５８と整列するか、又は近位端２５８に隣接するまで、プルリング２５４を並
進させるように構成され得る。拡張器２７０はまた、セグメント２５２の遠位端２５８と
締まり嵌めを形成する接触面を形成するための急な角度の外向きの遷移部（例えば、ここ
では、拡張器２７０の外側表面と実質的に直交する要素２７１）を含み得る。拡張器２７
０はまた、遠位接触要素２７１から近位に離間配置され、同様に遠位セグメント２７７か
ら半径方向外向きに延在する、近位接触要素２７３を有し得る。いくつかの実施例では、
プルリング２５４が位置付けられ得るか、又は別様に接続され得る溝を要素２７１と要素
２７３との間に画定することができる。この点において、要素２７１と要素２１３との間



(20) JP 2021-41169 A 2021.3.18

10

20

30

40

50

の空間又は溝の対向面は、平面状であっても、別様にリング２５４の形状に適合していて
もよい。いくつかの実施例では、要素２７１は、端部２５８に対して付勢するか、又は別
様に結合することができ、要素２７３は、リング２５４に対して付勢するか、又は別様に
結合することができる。いくつかの実施例では、要素２７３は、要素２７１よりも小さい
直径を含み得るか、又はその逆であってもよい。要素２７１から遠位端２７８まで、拡張
器２７０は、より小さい直径へとテーパ状になっていてもよい。
【００９２】
　システム１００と同様に、展開された状態の漏斗形状にあるとき、遠位先端部２５１の
遠位端２５８の間のカテーテル本体２５０内に締まり嵌めを提供することができる。いく
つかの実施例では、接触要素２７１、２７３のうちの少なくとも１つは、展開された状態
の漏斗形状に遠位先端部２５１を磁気によって後退させるように動作可能な磁気コネクタ
を含み得る。そのようにすることで、内部の磁気結合により、展開された状態の反転した
漏斗形状への先端部２７１の作動を容易にすることができる。セグメント２７６及び／又
はセグメント２７７は、実質的に薄くなった壁を含み得る。好ましくは、セグメント２７
６からセグメント２７７まで、拡張器は、最適な可撓性のために、先端部の近位に比較的
薄い壁を含むことができる。
【００９３】
　セグメント２７６は、いくつかの実施例では、張力下での伸長を防止するように構成さ
れた紐状のフィラメントを含み得る。先端部２５１に関して、その近位セグメント２５５
は、遠位セグメント２５２よりも剛性であり得る。しかしながら、この実施例は、そのよ
うに限定されるものではなく、代わりに、セグメント２５２が近位セグメント２５５より
も剛性であってもよい。いくつかの実施例では、セグメント２５２は、図３Ａのように、
展開前に実質的に管状の形状に留まるための抵抗又は偏りを含み得る。近位セグメント２
５５及び／又は遠位セグメント２５２はまた、セグメント１５２、１５５と同様の編組構
造を含み得る。例えば、セグメント２５２、２５５は、記憶合金を含む支柱のフレームワ
ークから構築することができる。セグメント５２と同様に、セグメント２５２もまた、近
位編組部分と遠位渦巻き状の編組部分とに分割され、１つ又は２つ以上のエラストマコー
ティング（複数可）又は膜（複数可）を含み得る。この実施例の編組部分及び渦巻き状部
分は、例えば、反時計回りの編組ワイヤの両端部の中点で時計回りの編組ワイヤの端部を
仕上げ、それにより、反時計回りの編組ワイヤがこの点を越えて渦巻き状を形成すること
によって、作り出すことができる。いくつかの実施例では、これは、編組部の端部間の場
所で、円周方向の平面上の標準的な編組部の時計回りのワイヤを切断することによって達
成され得る。別の実施例では、より密度の高い近位の編組部が遠位の渦巻き状部分と対に
なるように、時計回りの編組部をループ状にして近位に延在させることができる。
【００９４】
　図４Ａ及び図４Ｂは、拡張器３７０を含む図４Ａに示される第１の構成から始まるカテ
ーテル３５０の別の反転可能な拡大式先端部３５１、次いで、先端部３５１を漏斗形状に
反転させるために拡張器３７０を後退させた後の図４Ｂの漏斗形状の展開された構成のク
ローズアップ図を描写している。この場合、先端部３５１の近位セグメント３５５は、対
応するリング３５４と結合することができる磁気要素を含み得る遠位端３５３を含むこと
ができ、次にこれを磁気化することができる。示されるように、リング３５４は、端部３
５３と磁気的に結合するように構成することができ、そのため、先端部３５１は、図４Ｂ
に示される反転した漏斗形状を維持することができる。いくつかの実施例では、リング３
５４及び／又は端部３５３は、一方が他方に引き寄せられるように、鉄を含む金属から作
製され得る。代替的に、両方の特徴が磁気性であり、それにより、一方のＳ極と他方のＮ
極とが引き付け合って、鉄を含む金属が使用された場合よりも強い引き付け合いを形成す
る。更に別の実施形態では、拡張器３７０は、反転した漏斗形状に先端部３５１を反転さ
せるのに十分な力を提供するために、プルリング３５４と引き付け合う磁気特徴部を含み
得る。
【００９５】
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　いくつかの実施例では、拡張器３７０は、内側管腔５７５、近位セグメント３７６の遠
位の遠位端２７８で終端する遠位セグメント３７７を含むことができ、各々は同様の直径
を含む。拡張器３７０の接触要素３７１は、拡張器のノッチ、又は側溝、又は溝、又は凹
部の遠位端であり得る一方、接触要素３７２は、同じノッチ、又は側溝、又は溝、又は凹
部の近位端であり得る。いくつかの実施例では、要素３７１は、（例えば、リング３５４
を１つ又は２つ以上の鉄を含む材料から構築することによって）リング３５４を把持し、
拡張器３７０の後退中にリング３５４を近位に引っ張るように磁気性であってもよい。端
部３５８に結合することができるリング３５４は、それぞれ上記ノッチ、若しくは側溝、
若しくは溝、若しくは凹部、及び／又はそれらの周りに間に位置付けられ得る。配置され
ると、遠位セグメント３７７は、遠位セグメント３５２の近位端３５８と整列するか、又
は近位端３５８に隣接するまで、プルリング３５４を近位に並進させ、それによって、セ
グメント３５２を反転させて、図４Ｂの非侵襲性の漏斗形状を形成する。いくつかの実施
例では、遠位先端部３５１の近位端３５３及びプルリング３５４は、それらの間の対応す
る磁気結合によって、展開された状態で一緒にロックされ得る。遠位先端部３５１の近位
端３５３及びプルリング３５４は各々、隆起部及び／又はインターロック凹部で輪郭付け
られた平面状の嵌合面又は嵌合面を含み得る。例えば、嵌合面は、インターロック型テー
パロックの相互作用のためにテーパ状にすることができる。他の実施例では、嵌合面は、
一緒にスナップロックするように構成され得る。
【００９６】
　図５Ａは、拡張器４７０を有するカテーテル４５０の別の反転可能な拡大式先端部４５
１を描いている。先端部４５１は、近位セグメント４５５と、近位セグメント４５５から
延在し、実質的に可撓性である、遠位セグメント４５２と、を含み得る。遠位セグメント
４５２の近位端４５３は、遠位先端部４５１の外側表面上に位置付けられ得る。先に記載
される先端部と同様に、プルリング４５４は、セグメント４５５に隣接していても、セグ
メント４５５のすぐ遠位にあってもよく、そのため、リング４５４を使用して、セグメン
ト４５２を引っ張り、図５Ａの漏斗形状に反転させることができる。いくつかの実施例で
は、遠位セグメント４５２の近位端４５３は、プルリング４５４の外部にあってもよい。
この点において、示されるように、リング４５４と近位端４５３とを整列させて、近位端
４５３をカテーテル４５０のＯＤに取り付け、取り付けられた膜構造をプルリングの遠位
面に位置付ける。次に、この取り付けにより、膜は、反転したときに、滑らかに遠位にテ
ーパ状になる。
【００９７】
　図５Ｂは、本開示の拡張器５７０を有するカテーテル５５０の別の反転可能な拡大式先
端部５５１を描写している。示されるように、遠位先端部５５１は、セグメント５５２と
一体であるセグメント５５５を含むカテーテル本体５５０と一体であり得る。この実施例
の拡張器５７０はまた、接触要素５７３において又はその周りで最大直径を含むことがで
き、これはここでは、リング５５４の内部に配置され、要素５７３から遠位にテーパ状に
なる要素と締まり嵌めを形成するように構成された外向きの膨隆部又はリング状の突出部
であってもよい。示されるように、リング５５４はカテーテル本体５５０の下に嵌められ
、膜構造の近位面はカテーテル本体５５０の遠位面と一直線であるか、又はそれと一体で
あり、膜構造はプルリング５５４の下に取り付けられる。次に、この取り付けにより、膜
は、反転したときに、滑らかに遠位にテーパ状になる。
【００９８】
　図５Ｃは、拡張器６７０を有する展開された構成のカテーテル６５０の別の反転可能な
拡大式先端部６５１を描写している。示されるように、拡張器６７０は、近位セグメント
６７６よりも大きい直径を有する、近位セグメント６７６より遠位の遠位セグメント６７
７を含み得る。直径の変化は、楕円形又は別様に曲線した形状を形成するように漸進的で
あり得る。遠位セグメント６７７は、遠位セグメント６７７から半径方向外向きに延在し
、プルリング６５４と接触して、近位セグメント６５５の遠位端と整列するか、又は遠位
端に隣接するまで、プルリング６５４を近位に並進させるように構成されている、接触要
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素６７１を含み得る。見て分かるように、要素６７１は、外向きに角度が付けられたラッ
チであってもよい。例えば、示されるように、要素６７１は、拡張器６７０の外側表面と
の間に鋭角を形成するように、遠位に角度が付けられていてもよい。示されるように、次
にこのラッチは、セグメント６５２の遠位端が漏斗形状においてラッチから係合解除され
ることを防止することができる。
【００９９】
　図５Ｃは、拡張器６７０を有する展開された構成のカテーテル６５０の別の反転可能な
拡大式先端部６５１を描写している。示されるように、拡張器６７０は、内側管腔６７５
、近位セグメント６７６よりも大きい直径を有する、近位セグメント６７６の遠位の遠位
端６７８を有する遠位セグメント６７７、を含み得る。直径の変化は、楕円形又は別様に
曲線した形状を形成するように漸進的であり得る。遠位セグメント６７７は、遠位セグメ
ント６７７から半径方向外向きに延在し、プルリング６５４と接触して、近位セグメント
６５５の遠位端と整列するか、又は遠位端に隣接するまで、プルリング６５４を近位に並
進させるように構成されている、接触要素６７１を含み得る。見て分かるように、要素６
７１は、外向きに角度が付けられたラッチであってもよい。例えば、示されるように、要
素６７１は、拡張器６７０の外側表面との間に鋭角を形成するように、遠位に角度が付け
られていてもよい。示されるように、次にこのラッチは、セグメント６５２の遠位端が漏
斗形状においてラッチから係合解除されることを防止することができる。
【０１００】
　図５Ｃは、拡張器６７０を有する展開された構成のカテーテル６５０の別の反転可能な
拡大式先端部６５１を描写している。示されるように、拡張器６７０は、内側管腔６７５
、近位セグメント６７６よりも大きい直径を有する、近位セグメント６７６の遠位の遠位
端６７８を有する遠位セグメント６７７、を含み得る。直径の変化は、楕円形又は別様に
曲線した形状を形成するように漸進的であり得る。遠位セグメント６７７は、遠位セグメ
ント６７７から半径方向外向きに延在し、プルリング６５４と接触して、近位セグメント
６５５の遠位端と整列するか、又は遠位端に隣接するまで、プルリング６５４を近位に並
進させるように構成されている、接触要素６７１を含み得る。見て分かるように、要素６
７１は、外向きに角度が付けられたラッチであってもよい。例えば、示されるように、要
素６７１は、拡張器６７０の外側表面との間に鋭角を形成するように、遠位に角度が付け
られていてもよい。示されるように、次にこのラッチは、セグメント６５２の遠位端が漏
斗形状においてラッチから係合解除されることを防止することができる。
【０１０１】
　しかしながら、要素６７１はそのように限定されるものではなく、代わりに、拡張器６
７０の外側表面に対して実質的に直交し得る。要素６７１はまた、セグメント６５２の近
位端６５３の遠位にあってもよく、それによって、端部６５３は、セグメント６５５の外
側表面上に位置付けられ得る。いくつかの実施例では、潰れた状態の遠位セグメント６５
２の中点は、カテーテル６５０の遠位の展開された状態の漏斗形状の最遠位の花弁先端部
に遷移する。この点において、システム６００は、漏斗形状を形成する、１つの連続した
花弁、又は複数の半径方向に分離した最遠位の花のような花弁先端部を含み得る。他の実
施例では、システム６００の漏斗形状は、図５Ａ及び図５Ｂの丸みを帯びた漏斗形状より
も尖っていても、非侵襲性が低くてもよい。
【０１０２】
　図６Ａは、本開示の拡張器７７０を有する展開された構成のカテーテル７５０の別の反
転可能な拡大式先端部７５１を描写している。示されるように、拡張器７７０の接触要素
７７１は、先端部７５１の遠位にあり、先端部７５１に取り付けられ、血塊を捕捉するた
め、及び／又は中でステント回収器を使用するための比較的滑らかな遷移を提供する。先
端部７５１に関して示されるように、拡張器７７０を配置することにより、システム７０
０の内径は、少なくとも部分的にシステム７００の内径の内側に位置付けられるセグメン
ト７５２の遠位端７５８を考慮して低減される。有利には、プルリング７５４の近位面は
カテーテル本体７５０の遠位面に当接し、膜／フレームワークはプルリング７５４の下に
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取り付けられ得る。この実施例では、近位の膜構造は、カテーテル７５０のＯＤに取り付
けられ、これにより、反転したときに、膜が滑らかに遠位にテーパ状になる。
【０１０３】
　図６Ｂは、本開示の拡張器８７０を有する展開された構成のカテーテル８５０の別の反
転可能な拡大式先端部８５１を描写している。示されるように、拡張器８７０の接触要素
８７１は、先端部８５１の遠位にあり、先端部８５１に取り付けられている。ここでは、
セグメント８５２の端部８５８は展開された漏斗形状のセグメント８５５と同軸であるた
め、セグメント８５５とセグメント８５２との間の内径は、同等でない場合、実質的に同
様である。示されるように、先端部８５１はまた、先端部７５１と比較して、漏斗形状の
比較的より鋭い縁部を含み得る。ここで、有利には、リング８５４の近位面はカテーテル
本体８５０の遠位面に当接し、膜／フレームワークはリング８５４の遠位面に取り付けら
れる。更に、これにより、漏斗がより鋭く反転し、近位の膜構造がカテーテル７５０のＯ
Ｄに取り付けられる。
【０１０４】
　図６Ｃは、本開示の拡張器９７０を有する展開された構成のカテーテル９５０の別の反
転可能な拡大式先端部９５１を描写している。示されるように、拡張器９７０の接触要素
９７１は、先端部９５１の遠位にあり、先端部９５１に取り付けられている。具体的に言
えば、遠位接触要素９７１は、遠位セグメント９７７から半径方向外向きに延在し、プル
リング９５４と接触して、遠位先端部９５１の近位端９５３と整列するか、又は近位端９
５３に隣接するまで、プルリング９５４を近位に並進させるように構成されている。要素
９７１の近位端面は、セグメント９５２の遠位端９５８の遠位面上にあり得るリング９５
４と接触するように配置され得る。ここで、リング９５４の近位面はカテーテル本体９５
０の遠位面に当接し、膜／フレームワークはリング９５４の遠位面に取り付けられ、漏斗
の比較的より鋭い反転がもたらされる。
【０１０５】
　示されるように、端部９５８は、リング９５４と端部９５８との間の接触を容易にする
偏った曲線を有し得る。示される漏斗形状の構成では、曲線は、遠位に戻る前に近位に延
在して、リング９５４を付勢して要素９７１の近位面と結合することができる。いくつか
の実施例では、要素９７１は、外向きに延在するリング状の部材を含むか、又はリング状
の部材であってもよい。要素９７１はまた、半円形の形状を含み得る。
【０１０６】
　図７Ａ～図７Ｃは、先端部８５１を例示しているが、図７Ａの潰れた管状の状態から図
７Ｃの展開された漏斗形状へと遷移する、図６Ｂにおいて先に説明される修正されたより
鋭い漏斗形状を有する。具体的に言えば、拡張器８７０は、それぞれの接触要素において
リング８５４に結合されていることが分かる。図７Ｂは、第１の距離だけ後退させ、これ
により、セグメント８５２を、中間部分が反転し始めるにつれて拡大させる、拡張器８７
０を示している。図７Ｃは、セグメント８５５の遠位面に接触するまで拡張器８７０によ
って近位に並進されたリング８５４を示している。次に、セグメント８５２は、漏斗形状
に完全に反転する。ここで、リング８５４は、拡大状態でリング８５４とセグメント８５
５との間に当接部が形成されるように、セグメント８５５と同様の直径を有する。有利に
は、カテーテル８５０の近位端と遠位端との間の内径と外径とにおけるこの最小差が、そ
の相対的に低い外側の輪郭及び大きな内径を最適化する。
【０１０７】
　図８Ａ～図８Ｃは、本開示の態様による、拡張器１０７０と関係して反転することによ
って展開されている、本開示のカテーテル１０５０の別の拡大式の反転可能な先端部１０
５１を例示している。特に、図８Ａの潰れた管状状態から図８Ｃの展開された漏斗形状ま
で遷移する先端部１０５１が示されている。要素１０７１の近位面は、リング１０５４に
結合されている。図８Ｂは、第１の距離だけ後退させ、これにより、セグメント１０５２
を、中間部分が反転し始めるにつれて拡大させる、拡張器１０７０を示している。図８Ｂ
の状態では、セグメント１０５２は、反転する前に略円錐の形状を含み得る。図８Ｃは、
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セグメント１０５５の遠位面（例えば、ここでは、セグメント１０５５の内部）の近位に
配置されるまで、拡張器１０７０によって近位に並進されたリング１０５４を示している
。次に、セグメント１０５２は、図８Ｃに示される漏斗形状に完全に反転する。リング１
０５４は、拡大状態でリング１０５４とセグメント１０５５の内側表面との間に当接部が
形成されるように、セグメント１０５５の内径よりも小さい直径を有し得る。
【０１０８】
　いくつかの実施例では、拡張器１０７０のセグメント１０７７は、図８Ａ～図８Ｃに示
されるように、セグメント１０５２を拡大及び反転させるのに十分な半径方向の力を伝達
するために、プルリング１０５４との十分な締まり嵌めを提供するように超軟質であって
もよい。いくつかの実施例では、セグメント１０７６は、システムの剛性に著しく寄与し
ないように、高度に可撓性であってもよい。これを達成するために、セグメント１０７６
は、比較的薄い壁を含むことができ、それが張力下で伸展することを防止する長手方向の
紐状の繊維を含み得る。
【０１０９】
　いくつかの実施例では、図８Ｃに示される反転した漏斗形状が形成されると、拡張器１
０７０とリング１０５４との間の締まり嵌めは、リング１０５４をより近位に移動させる
には不十分である場合があり、拡張器１０７０の先端部（例えば、セグメント１０７７）
がリング１０５４を押し分けて進む。セグメント１０７７は、セグメント１０５５の管腔
と小さいクリアランスを有するようにサイズ決めされているので、セグメント１０７７を
、カテーテルシステム１０００を通して簡単に後退させることができる。いくつかの実施
例では、拡張器１０７０を再び前進させてリング１０５４を遠位に押し、漏斗形状の反転
を解除して、図８Ａの潰れた管状シースさせることができる。いくつかの実施例では、示
されていないが、第１拡張器１０７０が存在し得る血管内で反転及び拡大されると、先端
部１０５１を潰す目的で、第２の剛性拡張器が供給されてもよい。
【０１１０】
　図９Ａ及び図９Ｂは、カテーテル１１５０の別の拡大式の反転可能な先端部１１５１を
例示している。特に、図９Ａは、拡大した漏斗形状構成で拡張器１１７０を有する先端部
１１５１を示している。図９Ｂは、同じ構成の先端部１１５１を示しているが、拡張器１
１７０が先端部１１５１から後退及び除去されている。ここで、要素１１７１の遠位面は
、先端部１１５１がリング１１５４を通って圧縮されるように、端部１１５８の近位面に
結合される。次に、端部１１５８の内径は、リング１１５４に結合される。この実施例で
は、記載及び示されるように、端部１１５８をリング１１５４に結合することにより、先
端部１１５１は、吸引された血塊及び／又はステント回収装置の進入のための漸進的な滑
らかな曲線を形成することができる。更に、リング１１５４がセグメント１１５５の主要
なカテーテル本体の内径よりも小さくサイズ決めされていることにより、プルリング１０
５４は、それを通って拡張器１１７０のセグメント１１７７が圧縮される際に、所定の場
所に楔止め又はロックされる。
【０１１１】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、本開示の態様による先端部１２５１を例示しており、それに
より、図１０Ａは、管状構成で延在するときの先端部１２５１を示しており、図１０Ｂは
、セグメント１２５２を漏斗形状に拡大及び反転させるためにリング１２５４を後退させ
た先端部１２５１のクローズアップ図である。リング１２５４は、セグメント１２５５の
遠位端に位置付けられた内部テーパ部１２５９と一致する外部テーパ部を含み得る。結合
したテーパ部のクローズアップを示す図１０Ｂにより明確に示されるように、対応するテ
ーパ部を一緒に結合及び／又はロックすることができる。テーパ状面のみが図１０Ａ及び
図１０Ｂに示されているが、必要な場合又は必要とされる場合、他のインターロック面を
使用することができることが企図される。
【０１１２】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、拡張器１３７０を有する図１１Ａの第１の管状構成から、次
いで、図１１Ｂの拡大し反転した漏斗形状の展開された構成に向かうカテーテル１３５０
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の別の拡大式先端部１３５１を描写している。拡張器１３７０は、接触要素１３７１を含
むことができ、接触要素１３７１は、拡張器１３７０の最大直径を含み、次いでそこから
、血塊の漸進的半径方向圧縮のために、拡張器１３７０から連続的に遠位にテーパ状にな
る。ここで、図１１Ｂに示されるように、リング１３５４は、セグメント１３５５の直径
と同様の直径を含むことができ、そのため、それらの間の当接により、リング１３５４が
セグメント１３５５の管腔内へと近位に移動するのを防止することができる。セグメント
１３５２の遠位端１３５８は、リング１３５４の内径内に取り付けられ、これは、拡張器
１３７０の要素１３７１と端部１３５８及び／又はリング１３５４との間の締まり嵌めを
提供する。有利には、この実施例では、セグメント１３５５とリング１３５４との間の内
径差は少なく、そのため、血塊がセグメント１３５５の管腔に進入することを少し制限す
ることができる。
【０１１３】
　更に、示されるようにセグメント１３５２を折り畳むことにより、リング１３５４の内
径から遠位に延在し、リング１３５４の外径を越えて近位に戻って延在するように、セグ
メント１３５３は、拡大及び反転して、血管壁と相互作用してシールするように構成され
た非侵襲性の漏斗のための丸みを帯びた特徴を形成することができる。
【０１１４】
　先端部１３５１が剛性であるように製造された場合、先端部１３５１は、大きすぎる丸
みを帯びた輪郭を形成し、外側のバルーンガイド又は長いガイドシースを通じた送達のた
めに潰れたときによじれる可能性を有するであろう。よじれはまた、先端部１３５１が、
展開された漏斗形状構成において漸進的なテーパ部を形成することを防止し得、カテーテ
ル管腔内での後退中に、ステント回収器のためのスナグ点を形成し得る。したがって、先
端部１３５１を可撓性の部分と共に構成することにより、先端部１３５１が最初に、潰れ
た構成の軟らかい圧縮可能な丸みを帯びた特徴部を形成することができ、軟らかい圧縮可
能な丸みを帯びた特徴部は、吸引中に血塊の圧縮を補助するため、及びカテーテル管腔内
への後退中にステント回収器を潰すための妨害されない経路を提供するために、リング１
３５４の内径を形成する遠位に延在する連続的なテーパ部を形成するように回復する。
【０１１５】
　図１２Ａは、近位セグメント１４４７、中間セグメント１４４５、及び遠位セグメント
１４４３を有する編組部を含み得る、１つの拡大式の反転可能な先端部１４５１の例示的
な構成を描写している。中間セグメント１４４５は、遠位セグメント１４４３を有する遷
移点まで近位から延在するフィラメントを含むことができ、次いで、それらは近位に戻っ
て逆に延在して編組パターンを形成する。遠位セグメント１４４３は、螺旋状の構成で近
位から遠位に延在するフィラメントを含むことができ、かつ／又は近位セグメント１４４
７を半径方向外向きに押すのに十分な半径方向の力を含むことができる一方で、非侵襲性
の様式で様々な血管サイズに適応するように適合可能である。螺旋状のパターンは、螺旋
状のワイヤが編組パターンよりも容易に調節することができる渦巻き状のパターンを作り
出すので、編組部よりも広い範囲の血管サイズ範囲を可能にすることができる。遠位セグ
メント１４４３は、セグメント１４４５とセグメント１４４３との間の遷移において、又
はその周囲で円周方向に延在して、血管壁における丸みの少ない反転継目を画定するのを
助けることができる。
【０１１６】
　図１２Ｂ～図１２Ｄは、本開示による、漏斗形状に拡大及び反転した後の先端部１４５
１の図を描写している。特に、図１２Ｃは、例示的なコーティングを有する先端部１４５
１の側面図であり（コーティングは必ずしも必要ではないが）、一方、図１２Ｄはセグメ
ント１４５１の正面平面図であり、図１２Ｂはセグメント１４５１の背面平面図である。
図１２Ｄに示されるように、セグメント１４４３及びその螺旋状の構成は、反転中にセグ
メント１４４３を渦巻き状に変換することができる。図１２Ｃにおいても明らかであるよ
うに、下の破線に沿って、使用中に血管壁と相互作用し得る丸みを帯びた反転継目と比較
して、より鋭い反転継目の設計の反転継目を描写している。図１２Ｂは、編組部の一体性
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を形成し、セグメント１４４５とセグメント１４４３との間の遷移点に反転ヒンジを提供
する、セグメント１４４７及び１４４５を示している。示されていないが、本開示に記載
されるコーティング又は膜が、必要な場合又は必要とされる場合、先端部１４５１と共に
使用され得ることが企図される。
【０１１７】
　図１３は、近位セグメント１５４７、中間セグメント１５４５、及び遠位セグメント１
５４３を有する編組部を含むことができ、それによって、先端部１５５１の編組部が近位
端から遠位端まで延在し得る、１つの拡大式の反転可能な先端部１５５１の例示的な構成
を描写している。先端部１５５１は、使用中に血管壁と相互作用し得る、より丸みを帯び
た反転継目を提供することができる。
【０１１８】
　図１４Ａは、近位セグメント１６４７、中間セグメント１６４５、及び遠位セグメント
１６４３を有する編組部を含み得る、１つの拡大式の反転可能な先端部１６５１の例示的
な構成を描写している。セグメント１６３９はセグメント１６４７の近位にあり、部分１
６４１は各セグメント間の遷移を表す。セグメント１６４７は比較的剛性であり得、セグ
メント１６４５は比較的可撓性であり得、セグメント１６４３は、そのフィラメントに対
して螺旋状の構成を含み得る。次いで、中間部分１６４５は、先端部１６５１の反転工程
中により大きな領域にわたって半径方向の力を分配するように構成され得る。中間セクシ
ョンで比較的可撓性である中間セグメント１６４５は、とりわけ、薄い輪郭の血管の追加
的制約により、反転中の構造の屈曲力をより低くすることもでき、それによって、構造及
び潜在的な血管外傷によって及ぼされる半径方向の力を低減することができる。
【０１１９】
　図１４Ｂ～図１４Ｄは、本開示による、漏斗形状に拡大及び反転した後の先端部１６５
１の図を描写している。特に、図１４Ｃは、先端部１６５１の側面図であり、一方、図１
４Ｄはセグメント１６５１の正面平面図であり、図１４Ｂはセグメント１６５１の背面平
面図である。図１４Ｄに示されるように、セグメント１５４３及びその螺旋状の構成は、
反転中にセグメント１５４３を渦巻き状に変換することができる。図１４Ｃにおいても明
らかであるように、丸みを帯びた下側角部セグメント１６４５の反転継目は、使用中に血
管壁と相互作用し得る。図１４Ｂは、編組部の一体性を形成し、セグメント１６４５とセ
グメント１６４３との間の遷移点に反転ヒンジを提供する、セグメント１６４７及び１６
４５を示している。反転ヒンジは、屈曲を促進するために、近位端及び遠位端よりも中心
でより大きな直径を有するようにフィラメントをヒートセットすることによって適用する
ことができ、膜は、拡大された直径を、潰れた構成の近位及び遠位セグメントと一直線で
ある実質的に管状の形状に保持するのに十分な拡大抵抗性を有する。これは、オーバサイ
ズの編組部を使用し、遠位及び近位の直径を、取り付け手段を介して遠位プルリング及び
近位カテーテル本体にそれぞれ（例えば、リフロージャケット材料、接着剤、又は拘束リ
ングによって）低減することによって、非形状記憶材料で行うことができる。示されてい
ないが、本開示に記載されるコーティング又は膜が、必要な場合又は必要とされる場合、
先端部１６５１と共に使用され得ることが企図される。
【０１２０】
　図１５Ａ～図１６Ｆは、本開示による拡大式の反転可能な先端部１７５１の図を描写し
ている。図１５Ａでは、先端部１７５１は、セグメント１７５５及び１７５２を有する編
組構成を含むことができる。セグメント１７５２は、近位部分１７５１と、近位部分１７
５９と、を含むことができ、各々は編組パターン（例えば、同じパターン又は異なるパタ
ーン）を有する。遷移部分１７５３は、セグメント１７５５とセグメント１７５２との間
に位置付けられ得る。先端部１７５１のいくつかの実施例では、編組ワイヤをリング１７
５４の周りでループ状にすることにより、反転中にリング１７５４を中心とした編組部の
回転を可能にすることができ、これにより、遠位セグメント１７５２の完全な反転を容易
にすることができる。図１５Ａは、例示目的のセクションＡ、Ｂ、Ｃに関して厳密に示さ
れている。編組ワイヤは、ＡからＣ、ＣからＡまでループ状にすることができることが理
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解される。しかしながら、セグメント１７５１は、そのように限定されず、編組ワイヤは
、ＡからＢ、ＢからＡまでループ状にすることもできる。他の実施例では、編組ワイヤは
、ＡからＢ、ＢからＡ、ＡからＣ、ＣからＡまでループ状にすることができる。他の実施
例では、編組ワイヤは、Ａ～Ｃまで、並びにこれらの様々な編組ワイヤのループ構成の任
意の組み合わせにループ状にすることができる。いくつかの実施例では、先端部１７５１
の少なくとも１つの編組ワイヤは、リング１７５４を所定の位置に保持するためにリング
１７５４のすぐ近位に撚り合わされてもよい。
【０１２１】
　図１５Ｂに移ると、先端部１７５１のクローズアップが、拡大し反転した漏斗形状の構
成で示されている。ここで、本開示の先行実施例の遠位先端部のように、リング１７５４
が近位に並進したときに、セグメント１７５２が反転及び拡大していることを理解するこ
とができる。図１５Ｃは、図１５Ｂと同様の図であるが、マンドレル及び／又は拡張器が
除去され、先端部１７５１のみが拡大し反転した漏斗形状の構成に残されている。
【０１２２】
　図１６Ａは、前述したような編組ワイヤを示す、図１５ＡのセクションＡのクローズア
ップ図である。図１６Ｂは、前述のように、編組密度又はＰＰＩの変化を示す、図１５Ａ
のセクションＢのクローズアップ図である。図１６Ｃは、前述のように、プルリングの周
りでループ状にされた編組ワイヤを示す、図１５ＡのセクションＣのクローズアップ図で
ある。図１６Ｄは、リング１７５４と結合された例示的な拡張器１７７０を有する、中心
線に沿った図１５ＡのセクションＣのクローズアップ断面図である。示されるように、拡
張器１７７０は、プルリング１７５４を把持するための円周方向のリブを有する。図１６
Ｅは、リング１７５４と結合された別の例示的な拡張器１７７０を有する、中心線に沿っ
た図１５ＡのセクションＣのクローズアップ断面図であり、それにより、拡張器１７７０
は、所定の力に到達した後にリング１７５４を押し分けて進むように半径方向の圧縮を補
助するために遠位に折り畳まれる当接特徴部を含む。図１６Ｆは、前述のように、ループ
状にされ、リング１７５４と結合された編組ワイヤを示す、図１５ＡのセクションＣのク
ローズアップ斜視図である。本実施例のフィラメントは、遠位から遠位に延在することが
でき、遠位端でループ状に戻ることができる。示されるように、リング１７５４は、ルー
プ状の端部に貫通させることができ、それにより、反転したときにループ状のフィラメン
トがリング１７５４を中心として回転して、外向きに向かい合わせに半径方向内向きに反
転し、それによって、遠位に面する漏斗を形成する。
【０１２３】
　本明細書に開示されるカテーテルシステムのいずれかの展開中の可視性は、合金元素（
パラジウム、白金、金など）を追加することによって、放射線不透過性化合物の適用によ
って、又はカテーテル及び装置のうちの１つ又は２つ以上の上に放射線不透過性マーカを
留置することによって、補助することができる。好適な実施例は、他の装置及び埋め込み
物に関連して頻繁に使用され、当該技術分野において周知である。例えば、カバー上に組
み込むことができる放射線不透過性化合物を遠位先端部に組み込むことができるか、又は
１つ若しくは２つ以上の放射線不透過性マーカを先端部の遠位端に、遠位端上に、及び／
又は遠位端に隣接して追加することができる。加えて、編組ワイヤのうちの１つ又は２つ
以上は、ＮｉＴｉの外層を有する白金コア（放射線不透過性の）を含むＤＦＴワイヤを含
んでもよい。かかるマーカにより、医師は、口部が完全に反転して血管壁まで拡大したこ
とを視覚的に確認することができるであろう。
【０１２４】
　本開示のカテーテルシステムに使用される吸引源は、本明細書に開示されるカテーテル
システムのいずれかの遠位先端部に向けられる手動のシリンジ、又は小変位真空ポンプ、
及び吸引とすることができる。有効な吸引は、血管壁、外側カテーテルの内壁との、遠位
先端部の反転した漏斗形状のシール作用によって、及び／又は流量制限器／シールの使用
を介して達成され得る。しかしながら、いくつかの実施例では、吸引のみを使用する従来
のカテーテルシステムのいずれかを用いて血塊を取り除くか、又は完全に回収することは
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不可能である。この点において、血栓除去装置は、本開示のカテーテルシステムと共に使
用することができ、吸引式血塊回収カテーテルと共に供給され得るか、又は吸引式血塊回
収カテーテルとは別個であり得る、多数の市販製品のいずれかであってもよいことが企図
される。血栓除去装置を本開示の拡大型口腔カテーテルシステムと併用して使用すること
は、初回通過成功の可能性を増加させるいくつかの利益を有する。血栓除去装置は、負圧
下で潰れる可能性が低くなるように、吸引中に血管の管腔を支持することができ、血栓除
去装置は、別様に細分化し得る一連の剛性部分及び軟らかい部分を含む血塊である場合、
血塊を一緒に保持するであろう。血栓除去装置はまた、ユーザーが挟持しなければカテー
テル先端部と血栓除去装置との間の血塊回収カテーテルの管腔に完全に進入しないであろ
う血塊をユーザーが挟持することを可能にし得る。血塊回収カテーテル、血塊、及び血栓
除去装置が脈管構造及び外側カテーテルを通って一体となって後退するため、挟持された
血塊が血塊回収カテーテルから取り除かれる可能性は低くなる。
【０１２５】
　図１７は、フロー図であり、各々は、本開示の１つのシステムを用いて処置を実施する
ための方法工程を含む。方法の工程は、本明細書に説明される例示的なシステム、デバイ
ス、及び／又は装置のいずれかによって、又は当業者に既知である手段によって実施され
得る。
【０１２６】
　図１７に概説される方法１７００を参照すると、工程１７１０は、本開示の任意のカテ
ーテルを標的部位まで前進させることを含む。工程１７２０は、拡張器によって、カテー
テルの遠位先端部を、カテーテルの管腔内に少なくとも部分的に後退させること、好まし
くは拡張器を除去して、カテーテル内に後退する血塊への吸引流量及び力を最大化するこ
とにより、遠位先端部を漏斗形状に拡大及び反転させることを含む。
【０１２７】
　方法１７００のいくつかの実施例では、ユーザーがどのように流量制限及び／又はシー
ルを展開したかに応じて、拡張器を抜去することができ、次いで、カテーテルを通して吸
引を適用して血塊をカテーテルの口部内へと刺激することができる。吸引のみでは血栓を
取り除く、及び捕捉するには不十分である場合、又は初期の吸引及び取り除き中に血塊の
更なる把持が所望される場合、機械的血栓除去血塊回収装置を有するマイクロカテーテル
を標的まで前進させることができる。次いで、当該技術分野において一般的に知られてい
る任意の方法を使用して、機械的血栓除去装置を展開して血塊を捕捉することができる。
吸引は、血液の還流を防止し、血塊の緊密な把持を維持するために本工程全体で、又はユ
ーザーによって選択された間隔で継続することができる。いくつかの実施例では、ステン
ト回収器を用いた血塊の吸引及び引っ張りは、初回通過成功の機会を増加させるのに最適
であり得る。
【０１２８】
　方法１７００のいくつかの実施例では、捕捉された血塊及び血塊回収カテーテルを患者
から抜去することができるか、又は機械的血栓除去血塊回収装置が患者から血塊と共に抜
去されるときに、血塊回収カテーテルを所定の位置に残してアクセスを維持することがで
きる。血塊が吸引源及び／又は血栓除去装置において観察され、流れが血塊回収カテーテ
ル内で遮断されていない場合、この工程は、既知の技術を使用して、システムに低圧下で
造影剤を慎重に注入して、血管が開いているかどうかを判定することを伴う場合がある。
血管が開いている場合、血塊回収カテーテルを除去することができる。閉塞が残っている
場合、血管が開くまで、吸引、血栓除去、又はこれらの組み合わせの追加の通過が繰り返
されてもよい。
【０１２９】
　本開示は、構成及び詳細において変化し得る、記載された実施例に必ずしも限定されな
い。「遠位」及び「近位」という用語は、前述の説明をとおして使用され、治療する医師
又はユーザーに対する位置及び方向を指すことを意味する。したがって、「遠位」又は「
遠位に」は、医師に対して離れた位置又は医師から離れる方向を指す。同様に、「近位」
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又は「近位に」は、医師に対して近い位置又は医師に向かう方向を指す。更に、文脈が明
らかに既定しない限り、「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」という単数形は、複数の指示
対象を含む。
【０１３０】
　本明細書で使用される場合、任意の数値又は数値の範囲を指す「約」又は「およそ」と
いう用語は、構成要素の部分又は構成要素の集合が、本明細書で述べるその意図された目
的に沿って機能することを可能とする、好適な寸法の許容誤差を示すものである。より具
体的には、「約」又は「およそ」は、列挙された値の±２０％の値の範囲を指し得、例え
ば、「約９０％」は、７１％～９９％の値の範囲を指し得る。
【０１３１】
　例示的な実施形態について説明する際、話を分かりやすくするために、術語が利用され
ている。各用語は、当業者によって理解されるその最も広い意味を有することが企図され
ており、本開示の範囲及び趣旨を逸脱することなく、類似の目的を実現するために同様に
作用する全ての技術的な均等物を含むことが意図される。方法の１つ又は２つ以上の工程
への言及は、追加の方法工程又は明示的に識別されたそれらの工程間に介在する方法工程
の存在を排除しないことも理解されたい。方法のいくつかの工程は、開示される技術の範
囲から逸脱することなく、本明細書に述べられる順序とは異なる順序で実施することがで
きる。同様に、方法工程のうちのいくつかを省略してもよいことも理解されたい。
【０１３２】
　装置又はシステムにおける１つ又は２つ以上の構成要素への言及は、追加の構成要素又
は明示的に識別されたそれらの構成要素間に介在する構成要素の存在を排除しない。明確
さ及び簡潔さのために、全ての可能な組み合わせが列挙されているわけではなく、かかる
修正例は、多くの場合、当業者には明らかであり、以下の特許請求の範囲内にあることが
意図される。
【０１３３】
〔実施の態様〕
（１）　展開された状態に作動可能なカテーテルシステム１００であって、
　管腔４７を備えるカテーテル本体５０と、
　前記管腔４７内に少なくとも部分的に位置付けられた拡張器７０と、を備え、前記拡張
器７０の遠位端７８が、前記カテーテル本体５０の遠位先端部５１に解放可能に接続され
、前記拡張器７０が、前記遠位先端部５１を拡大及び反転させ、前記展開された状態の漏
斗形状を形成するように後退可能である、カテーテルシステム１００。
（２）　前記遠位先端部５１が、
　近位セグメント５５と、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント５２と、を備え
、前記遠位セグメント５２の近位端５３が、前記近位セグメント５５から延在し、前記遠
位セグメント５２の遠位端５８に隣接し、かつ／又は前記遠位端５８に接続されたプルリ
ング５４を備える、実施態様１に記載のシステム１００。
（３）　潰れた状態の前記遠位セグメント５２の中点が、前記カテーテル本体５０の遠位
の前記展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の非侵襲性端に遷移する、実施態様２に記
載のシステム１００。
（４）　前記遠位セグメント５２が、潰れた状態では、実質的に管状であり、前記展開さ
れた状態では、前記漏斗形状を含み、エアクッションが前記漏斗形状によって前記遠位端
５８と前記プルリング５４との間に形成される、実施態様２に記載のシステム１００。
（５）　前記遠位セグメント５２が、近位編組部分と遠位渦巻き状部分とに分割されてい
る、実施態様２に記載のシステム１００。
【０１３４】
（６）　前記拡張器７０が、
　近位セグメント７６と、
　前記近位セグメント７６よりも大きい直径を備える、前記近位セグメント７６より遠位
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の遠位セグメント７７と、を備え、前記遠位セグメント７７が、前記遠位セグメント７７
から半径方向外向きに延在し、前記プルリング５４と接触して、前記遠位セグメント５２
の前記近位端５３と整列するか、又は前記近位端５３に隣接するまで、前記プルリング５
４を近位に並進させるように構成されている接触要素７１を備える、実施態様２に記載の
システム１００。
（７）　前記接触要素７１が、前記カテーテル本体５０の前記遠位先端部５１の前記遠位
端５８との締まり嵌めを含む、実施態様６に記載のシステム１００。
（８）　前記拡張器７０の前記遠位セグメント７６が、前記接触要素７１において最大直
径を備え、前記接触要素７１から、前記遠位セグメント７７の前記遠位端７８まで減少す
る、実施態様６に記載のシステム１００。
（９）　前記拡張器７０の前記遠位セグメント７６が、前記接触要素７１において最大直
径を備え、前記接触要素７１から、前記近位セグメント７６と前記遠位セグメント７７と
の間の接合部７３までテーパ状である、実施態様６に記載のシステム１００。
（１０）　前記拡張器７０の前記近位セグメント７６が、高度に可撓性であるか、又は実
質的に、前記拡張器７０の前記遠位セグメント７７よりも可撓性である、実施態様６に記
載のシステム１００。
【０１３５】
（１１）　前記より剛性の遠位セグメント７７の遠位に延在する実質的に可撓性のセグメ
ントを更に備え、前記実質的に可撓性のセグメントが、短い鼻部である、実施態様１０に
記載のシステム１００。
（１２）　前記拡張器７０の前記近位セグメント７６が、伸長を打ち消すための繊維強化
システムを備える、実施態様６に記載のシステム１００。
（１３）　前記拡張器２７０が、
　近位セグメント２７６と、
　前記近位セグメント２７６よりも大きい最大直径を備える、前記近位セグメント２７６
より遠位の遠位セグメント２７７と、を備え、前記遠位セグメント２７７が、
　前記遠位セグメント２７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング２５４と接触
して、前記遠位セグメント２５２の前記近位端２５８と整列するか、又は前記近位端２５
８に隣接するまで、前記プルリング２５４を近位に並進させるように構成されている、遠
位接触要素２７１、
　前記遠位接触要素２７１から近位に離間配置され、前記遠位セグメント２７７から半径
方向外向きに延在し、前記プルリング２５４と接触して、前記プルリング２５４を近位に
並進させるように構成されている、近位接触要素２７３、を備え、前記近位接触要素２７
３が、前記遠位接触要素２７１よりも小さい直径を備え、
　前記プルリング２５４が、前記接触要素２７１と前記接触要素２７３との間に接続され
ている、実施態様２に記載のシステム２００。
（１４）　前記プルリング２５４が、前記接触要素２７１と前記接触要素２７３との間に
位置付けられた間隙内に位置付けられている、実施態様１３に記載のシステム２００。
（１５）　前記接触要素２７１、２７３のうちの少なくとも１つが、前記展開された状態
の前記漏斗形状に前記遠位先端部２５１を磁気によって後退させるように動作可能な磁気
コネクタを備える、実施態様１３に記載のシステム２００。
【０１３６】
（１６）　前記拡張器２７０の前記近位セグメント２７６及び／又は前記遠位セグメント
２７７が、実質的に薄くなった壁を備える、実施態様１３に記載のシステム２００。
（１７）　前記近位セグメント２７６が、張力下での伸長を防止するように構成された紐
状のフィラメントを備える、実施態様１３に記載のシステム２００。
（１８）　前記近位セグメント２５５が、前記遠位セグメント２５２よりも剛性である、
実施態様１３に記載のシステム２００。
（１９）　前記遠位セグメント２５２が、前記近位セグメント２５５よりも剛性である、
実施態様１３に記載のシステム２００。
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（２０）　前記遠位セグメント２５２が、展開前に実質的に管状の形状に留まるための抵
抗性を備える、実施態様１３に記載のシステム２００。
【０１３７】
（２１）　前記近位セグメント２５５及び／又は前記遠位セグメント２５２が、編組構造
を含む、実施態様１３に記載のシステム２００。
（２２）　前記近位セグメント２５５及び／又は前記遠位セグメント２５２が、記憶合金
を含む、実施態様１３に記載のシステム２００。
（２３）　前記遠位セグメント２５２が、潰れた状態では、実質的に管状であり、前記展
開された状態では、前記漏斗形状を含み、エアクッションが前記漏斗形状によって前記遠
位端２５８と前記プルリング２５４との間に形成される、実施態様１３に記載のシステム
２００。
（２４）　前記拡張器３７０が、
　近位セグメント３７６と、
　前記近位セグメント３７６より遠位の遠位セグメント３７７と、を備え、前記遠位セグ
メント３７７が、
　前記遠位セグメント３７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング３５４と接触
して、前記遠位セグメント３５２の前記近位端３５８と整列するか、又は前記近位端３５
８に隣接するまで、前記プルリング３５４を近位に並進させるように構成されている、遠
位接触要素３７１を備え、前記プルリング３５４が、磁気コネクタを備え、
　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３が、前記プルリング３５４を引き寄せ、それ
によって、前記遠位先端部３５１を後退させて前記漏斗形状にするように磁気化されて構
成されている、実施態様２に記載のシステム３００。
（２５）　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が、前記
展開された状態で一緒にロックされる、実施態様２４に記載のシステム３００。
【０１３８】
（２６）　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、
平面状の嵌合面を含む、実施態様２４に記載のシステム３００。
（２７）　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、
隆起部及び／又はインターロック凹部で輪郭付けられた嵌合面を備える、実施態様２４に
記載のシステム３００。
（２８）　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、
テーパロックの相互作用のためにテーパ状にされた嵌合面を備える、実施態様２４に記載
のシステム３００。
（２９）　前記遠位先端部３５１の前記近位端３５３及び前記プルリング３５４が各々、
一緒にスナップロックされるように構成された嵌合面を備える、実施態様２４に記載のシ
ステム３００。
（３０）　前記プルリング３５４が、前記展開された状態で前記プルリング３５４とカテ
ーテル本体３５０との間に当接部が形成されるように、前記カテーテル本体３５０本体と
同様の直径を備え、
　前記遠位先端部３５１が、前記プルリング３５４の内径から遠位に、そして前記プルリ
ング３５４の外径の周りに延在して、前記カテーテル本体３５０の上を近位に延在する、
実施態様２４に記載のシステム３００。
【０１３９】
（３１）　前記遠位先端部４５１が、
　近位セグメント４５５と、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント４５２と、を備
え、前記遠位セグメント４５２の近位端４５３が、前記遠位先端部４５１の外側表面上に
位置付けられ、前記近位端４５３に隣接して、又は前記近位端４５３のすぐ遠位にプルリ
ング４５４を備え、
　前記遠位先端部４５１が、前記プルリング４５４とカテーテル本体の遠位面との間で相
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互作用するように構成されている、実施態様１に記載のシステム４００。
（３２）　前記遠位セグメント４５２の前記近位端４５３が、前記プルリング４５４の外
部にある、実施態様３１に記載のシステム４００。
（３３）　前記遠位先端部５５１が、前記カテーテル本体５５０と一体であり、前記遠位
先端部５５１が、
　近位セグメント５５５と、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント５５２と、を備
え、前記漏斗形状に構成されたときに、前記遠位セグメント５５２の近位端５５３が、前
記近位端５５３の内部のプルリング５５４と実質的に整列する、実施態様１に記載のシス
テム５００。
（３４）　前記拡張器６７０が、
　実質的に管状の近位セグメント６７６と、
　前記近位セグメント６７６よりも大きい直径を備える、前記近位セグメント６７６より
遠位の遠位セグメント６７７と、を備え、前記遠位セグメント６７７が、前記遠位セグメ
ント６７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング６５４と接触して、前記遠位先
端部６５１の前記近位セグメント６５５の遠位端と整列するか、又は前記遠位端に隣接す
るまで、前記プルリング６５４を近位に並進させるように構成されている、接触要素６７
１を備える、実施態様１に記載のシステム６００。
（３５）　前記接触要素６７１が、外向きに角度が付けられたラッチである、実施態様３
４に記載のシステム６００。
【０１４０】
（３６）　前記接触要素６７１が、直交する外向きのラッチである、実施態様３４に記載
のシステム６００。
（３７）　前記接触要素６７１が、前記遠位セグメント６５２の前記近位端６５３の遠位
にある、実施態様３４に記載のシステム６００。
（３８）　潰れた状態の前記遠位セグメント６５２の中点が、前記カテーテル６５０の遠
位の前記展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花弁先端部に遷移する、実施態様３４
に記載のシステム６００。
（３９）　潰れた状態の前記遠位セグメント６５２の中点が、前記カテーテル６５０の遠
位の前記展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花のような花弁先端部に遷移する、実
施態様３４に記載のシステム６００。
（４０）　前記拡張器９７０が、
　近位セグメント９７６と、
　前記近位セグメント９７６より遠位の遠位セグメント９７７と、を備え、前記遠位セグ
メント９７７が、
　前記遠位セグメント９７７から半径方向外向きに延在し、前記プルリング９５４と接触
して、前記遠位先端部９５１の前記近位端９５３と整列するか、又は前記近位端９５３に
隣接するまで、前記プルリング９５４を近位に並進させるように構成されている、遠位接
触要素９７１を備える、実施態様２に記載のシステム９００。
【０１４１】
（４１）　前記遠位接触要素９７１から近位にテーパ状になる近位接触要素９７３を更に
備え、前記近位接触要素９７３が、前記遠位接触要素９７１よりも小さい直径を備える、
実施態様４０に記載のシステム９００。
（４２）　前記遠位接触要素９７１が、外向きに延在するリング状の部材である、実施態
様４０に記載のシステム９００。
（４３）　前記遠位接触要素９７１が、半円形の形状を含む、実施態様４０に記載のシス
テム９００。
（４４）　前記遠位接触要素９７１が、前記プルリング９５４に接続されている、実施態
様４０に記載のシステム９００。
（４５）　潰れた状態の前記遠位セグメント９５２の中点が、前記カテーテル９５０の遠
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位の前記展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花弁先端部に遷移する、実施態様４０
に記載のシステム９００。
【０１４２】
（４６）　潰れた状態の前記遠位セグメント９５２の中点が、前記カテーテル９５０の遠
位の前記展開された状態の前記漏斗形状の最遠位の花のような花弁先端部に遷移する、実
施態様３４に記載のシステム９００。
（４７）　前記拡張器１０７０が、
　近位セグメント１０７６と、
　前記近位セグメント１０７６よりも大きい最大直径を備える、前記近位セグメント１０
７６より遠位の遠位セグメント１０７７と、を備え、前記遠位セグメント１０７７が、
　前記近位セグメント１０７６よりも大きい直径、
　遠位接触要素１０７１、を備え、前記遠位接触要素１０７１が、前記遠位セグメント１
０７７から前記近位セグメントへの遷移を含み、前記プルリング１０５４と接触して前記
プルリング１０５４を近位に並進させることにより、前記プルリング１０５４との締まり
嵌めを生じさせて、前記遠位先端部１０５１を前記漏斗形状に拡大させる力を伝達するよ
うに構成されている、実施態様２に記載のシステム１０００。
（４８）　前記遠位先端部１０５１が、反転して前記漏斗形状を形成する前に、最初に実
質的に円錐の形状に拡大するように構成されている、実施態様４７に記載のシステム１０
００。
（４９）　前記拡張器１０７０の前記近位セグメント１０７６が、高度に可撓性であり、
薄い壁を備える、実施態様４７に記載のシステム１０００。
（５０）　前記拡張器１０７０の前記近位セグメント１０７６が、高度に可撓性であり、
前記近位セグメント１０７６が張力下で伸展することを防止する長手方向の紐状の繊維を
含む、実施態様４７に記載のシステム１０００。
【０１４３】
（５１）　前記反転した漏斗形状を備えると、前記拡張器１０７０と前記プルリング１０
５４との間の干渉力では、前記プルリング１０５４を近位に移動させることができない、
実施態様４７に記載のシステム１０００。
（５２）　前記拡張器先端部１０５１が、前記プルリング１０５４を押し分けて進む、実
施態様４７に記載のシステム１０００。
（５３）　前記拡張器先端部１０５１が、前記カテーテル１０５０を通って簡単に後退さ
せられる、実施態様４７に記載のシステム１０００。
（５４）　前記遠位先端部１２５１が、
　近位セグメント１２５５と、
　前記近位セグメント１２５５から延在し、実質的に可撓性である遠位セグメント１２５
２であって、少なくとも前記遠位セグメント１２５２の近位端１２５３で、少なくとも部
分的に前記近位セグメント１２５５の周りに位置付けられる、遠位セグメント１２５２と
、
　前記漏斗形状を形成するときにテーパ部が一緒にロックされるように、前記近位セグメ
ント１２５５の内部テーパ部１２５９と一致する外部テーパ部を備えるプルリング１２５
４と、を備える、実施態様１に記載のシステム１２００。
（５５）　編組部分が、前記遠位先端部の中点で円周方向に延在して、丸みを帯びた反転
継目を画定するのを助ける、実施態様１に記載のシステム１２００。
【０１４４】
（５６）　編組部分が、前記遠位先端部の近位端から遠位端まで延在し、それによって、
丸みを帯びた反転継目を提供する、実施態様１に記載のシステム１２００。
（５７）　編組部分が、近位部分から中間部分まで延在するフィラメントを含み、それに
より、前記フィラメントが、前記近位部分に戻って延在するように逆戻りして、編組パタ
ーンを形成する、実施態様１に記載のシステム１２００。
（５８）　編組部分が、螺旋状の構成で近位部分から遠位部分まで延在するフィラメント



(34) JP 2021-41169 A 2021.3.18

10

20

を含む、実施態様１に記載のシステム１２００。
（５９）　前記編組部分が、前記中間部分の中又は前記中間部分の周りに反転ヒンジを含
む、実施態様５７に記載のシステム１２００。
（６０）　前記近位部分が比較的剛性であり、前記中間部分が比較的可撓性であり、前記
遠位部分が可撓性の螺旋体を含む、実施態様５８に記載のシステム１２００。
【０１４５】
（６１）　前記遠位先端部が、近位部分、中間部分、及び遠位部分を含む、編組部を備え
、前記遠位部分が、前記近位部分を半径方向外向きに押すのに十分な半径方向の力を含む
一方で、非侵襲的な様式で様々な血管サイズに適応するように構成されている、実施態様
１に記載のシステム１００。
（６２）　血管内で拡大式カテーテルを反転させる方法であって、
　前記カテーテルを標的部位まで前進させることと、
　拡張器によって、少なくとも部分的に前記カテーテルの管腔内に前記カテーテルの遠位
先端部を後退させることにより、前記遠位先端部を漏斗形状に拡大及び反転させることと
、を含む、方法。
（６３）　前記遠位先端部が、実施態様１～６０に記載の遠位先端部のいずれかである、
実施態様６２に記載の方法。
（６４）　前記拡張器が、実施態様１～６０に記載の拡張器のいずれかである、実施態様
６２に記載の方法。
（６５）　前記漏斗形状により、前記血管内の流れを制限することを更に含む、実施態様
６２に記載の方法。
【０１４６】
（６６）　前記拡張器を前記カテーテルから抜去することと、
　前記カテーテルを通して吸引して、血栓を前記漏斗形状の口部内へと刺激することと、
　捕捉した前記血栓と共に、前記カテーテルを患者から抜去することと、を更に含む、実
施態様６２に記載の方法。
（６７）　機械的血栓除去装置を用いて閉塞性血栓を捕捉することと、
　前記血栓除去装置を前記カテーテルの前記漏斗形状内に抜去することと、を更に含む、
実施態様６２に記載の方法。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月23日(2020.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　展開された状態に作動可能なカテーテルシステムであって、
　管腔を備えるカテーテル本体と、
　前記管腔内に少なくとも部分的に位置付けられた拡張器と、を備え、前記拡張器の遠位
端が、前記カテーテル本体の遠位先端部に解放可能に接続され、前記拡張器が、前記遠位
先端部を拡大及び反転させ、前記展開された状態の漏斗形状を形成するように後退可能で
ある、カテーテルシステム。
【請求項２】
　前記遠位先端部が、
　近位セグメントと、
　前記近位セグメントから延在し、実質的に可撓性である遠位セグメントと、を備え、前
記遠位セグメントの近位端が、前記近位セグメントから延在し、前記遠位セグメントの遠
位端に隣接し、かつ／又は前記遠位端に接続されたプルリングを備える、請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　潰れた状態の前記遠位セグメントの中点が、前記カテーテル本体の遠位の前記展開され
た状態の前記漏斗形状の最遠位の非侵襲性端に遷移する、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記遠位セグメントが、潰れた状態では、実質的に管状であり、前記展開された状態で
は、前記漏斗形状を含み、エアクッションが前記漏斗形状によって前記遠位端と前記プル
リングとの間に形成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記遠位セグメントが、近位編組部分と遠位渦巻き状部分とに分割されている、請求項
２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記拡張器が、
　近位セグメントと、
　前記近位セグメントよりも大きい直径を備える、前記近位セグメントより遠位の遠位セ
グメントと、を備え、前記遠位セグメントが、前記遠位セグメントから半径方向外向きに
延在し、前記プルリングと接触して、前記遠位セグメントの前記近位端と整列するか、又
は前記近位端に隣接するまで、前記プルリングを近位に並進させるように構成されている
接触要素を備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項７】
　前記接触要素が、前記カテーテル本体の前記遠位先端部の前記遠位端との締まり嵌めを
含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記拡張器の前記遠位セグメントが、前記接触要素において最大直径を備え、前記接触
要素から、前記遠位セグメントの前記遠位端まで減少する、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記拡張器の前記遠位セグメントが、前記接触要素において最大直径を備え、前記接触
要素から、前記近位セグメントと前記遠位セグメントとの間の接合部までテーパ状である
、請求項６に記載のシステム。
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【請求項１０】
　前記拡張器の前記近位セグメントが、高度に可撓性であるか、又は実質的に、前記拡張
器の前記遠位セグメントよりも可撓性である、請求項６に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記より剛性の遠位セグメントの遠位に延在する実質的に可撓性のセグメントを更に備
え、前記実質的に可撓性のセグメントが、短い鼻部である、請求項１０に記載のシステム
。
【請求項１２】
　前記拡張器の前記近位セグメントが、伸長を打ち消すための繊維強化システムを備える
、請求項６に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記遠位先端部の前記近位端及び前記プルリングが、前記展開された状態で一緒にロッ
クされる、請求項２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記遠位先端部の前記近位端及び前記プルリングが各々、一緒にスナップロックされる
ように構成された嵌合面を備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記遠位先端部が、反転して前記漏斗形状を形成する前に、最初に実質的に円錐の形状
に拡大するように構成されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記遠位先端部が、近位部分、中間部分、及び遠位部分を含む、編組部を備え、前記編
組部が、螺旋状の構成で近位部分から遠位部分まで延在するフィラメントを含み、前記遠
位部分が、前記近位部分を半径方向外向きに押すのに十分な半径方向の力を含む一方で、
非侵襲的な様式で様々な血管サイズに適応するように構成されている、請求項１に記載の
システム。
【請求項１７】
　血管内で拡大式カテーテルを反転させる方法であって、
　前記カテーテルを標的部位まで前進させることと、
　拡張器によって、少なくとも部分的に前記カテーテルの管腔内に前記カテーテルの遠位
先端部を後退させることにより、前記遠位先端部を漏斗形状に拡大及び反転させることと
、を含む、方法。
【請求項１８】
　前記漏斗形状により、前記血管内の流れを制限することを更に含む、請求項１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記拡張器を前記カテーテルから抜去することと、
　前記カテーテルを通して吸引して、血栓を前記漏斗形状の口部内へと刺激することと、
　捕捉した前記血栓と共に、前記カテーテルを患者から抜去することと、を更に含む、請
求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　機械的血栓除去装置を用いて閉塞性血栓を捕捉することと、
　前記血栓除去装置を前記カテーテルの前記漏斗形状内に抜去することと、を更に含む、
請求項１７に記載の方法。
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